
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
及
び
特
許
協
力
条
約

に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
九
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
こ
れ
ら
の
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の

よ
う
に
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
十
一
条
の
四
）

第
二
章
　
国
際
出
願
（
第
十
二
条―

第
三
十
八
条
）

第
三
章
　
国
際
調
査
（
第
三
十
九
条―

第
五
十
条
の
三
）

第
四
章
　
国
際
予
備
審
査
（
第
五
十
一
条―

第
七
十
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
七
十
一
条―
第
八
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
書
面
に
よ
る
手
続
等
）

第
二
条
　
法
に
基
づ
く
国
際
出
願
、
国
際
調
査
及
び
国
際
予
備
審
査
に
関
す
る
手
続
（
以
下
「
手
続
」
と
い
う
。
）

は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
書
面
は
、
一
件
ご
と
に
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
書
面
に
は
、
提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
あ
て
名
を
記
載
し
、
か
つ
、
署
名
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
面
の
用
語
等
）

第
三
条
　
書
面
は
、
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
当
該
書
面
に
係
る
国
際
出
願
の
言
語
と
同
一
の
言
語
に
よ
り

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
委
任
状
、
国
籍
証
明
書
そ
の
他
の
書
面
で
あ
つ
て
、
当
該
書
面
に
係
る
国
際
出
願
の
言
語
以
外
の
言
語
に
よ
り

記
載
さ
れ
た
も
の
に
は
、
当
該
国
際
出
願
の
言
語
に
よ
る
そ
の
翻
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
表
現
等
）

第
四
条
　
国
際
出
願
に
は
、
次
の
も
の
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
表
現
又
は
図
面

二
　
公
の
秩
序
に
反
す
る
表
現
又
は
図
面

三
　
出
願
人
以
外
の
特
定
の
者
の
生
産
物
、
方
法
又
は
出
願
若
し
く
は
特
許
の
利
点
若
し
く
は
有
効
性
を
ひ
ぼ
う

す
る
記
述

四
　
国
際
出
願
に
記
載
し
た
事
項
と
関
連
性
の
な
い
又
は
不
必
要
な
記
述

（
代
理
権
の
証
明
）

第
五
条
　
法
定
代
理
権
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
手
続
を
す
る
者
の
代
理
人
の
代
理
権
又
は
代
表
者
で
あ
る
旨
は
、
書

面
を
も
つ
て
こ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
出
願
の
取
下
げ
、
条
約
第
四
条
（
１
）
（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
る
締

約
国
（
以
下
「
指
定
国
」
と
い
う
。
）
の
指
定
の
取
下
げ
又
は
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
取
下
げ

二
　
国
際
予
備
審
査
を
請
求
す
る
者
が
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
お
い
て
す
る
代
理
人
又
は
代
表
者
の
選
任
の

届
出

２
　
手
続
を
し
た
者
が
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
代
理
人
若
し
く
は
代
表
者
の
選
任
の
届
出
又
は
第
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
復
代
理
人
の
選
任
の
届
出
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
代
理
人
若
し
く
は
復
代
理
人
の
代
理
権

又
は
代
表
者
で
あ
る
旨
は
、
書
面
を
も
つ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
代
理
人
又
は
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
が
し
た
前
二
項
に
掲
げ
る
手
続
以
外
の
手

続
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
代
理
権
又
は
代
表
者
で
あ
る
旨
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
代
理
人
又
は
代
表
者
の
選
任
等
）

第
六
条
　
手
続
を
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
記
名
し
、
か
つ
、
署
名
を
し
た
願
書
又
は
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
お
い

て
そ
の
代
理
人
又
は
代
表
者
の
選
任
を
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
か
つ
た
者
が
そ
の
代
理
人
又
は
代
表
者
の
選
任
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式

第
一
又
は
様
式
第
一
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
手
続
を
し
た
者
が
そ
の
代
理
人
又
は
代
表
者
の
選
任
を
届
け
出
た
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
代
理
人
又
は
代
表
者
の

選
任
を
更
に
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
の
書
面
に
先
の
届
出
に
係
る
代
理
人
又
は
代
表
者
を
引
き
続
き
代
理

人
又
は
代
表
者
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
先
の
届
出
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
手
続
を
し
た
者
の
代
理
人
又
は
代
表
者
の
解
任
又
は
辞
任
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
二
又
は
様
式
第
二
の

二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
復
代
理
人
の
選
任
等
）

第
六
条
の
二
　
手
続
を
し
た
者
の
代
理
人
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
明
す
る
書
面
に
、
当
該
代
理
人
が
復
代
理
人
を
選

任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
手
続
を
し
た
者
の
復
代
理
人
の
選
任
を
届
け
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
の
三
又
は
様
式
第
二
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
手
続
を
し
た
者
の
復
代
理
人
の
解
任
又
は
辞
任
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
二
の
五
又
は
様
式
第
二
の
六
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
包
括
委
任
状
の
提
出
等
）

第
六
条
の
三
　
手
続
を
す
る
者
が
規
則
９
０
．
５
（
ｂ
）
に
規
定
す
る
包
括
委
任
状
を
提
出
す
る
と
き
は
、
様
式
第

二
の
七
又
は
様
式
第
二
の
八
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
包
括
委
任
状
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
写
し
を
願
書
、
国
際
予
備
審
査
請
求
書
そ
の
他
の

国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
に
添
付
し
て
第
五
条
に
規
定
す
る
書
面
に
よ
る
証
明
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
包
括
委
任
状
に
記
載
さ
れ
た
代
理
人
の
解
任
又
は
辞
任
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
二
の
九
又
は

様
式
第
二
の
十
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
四
　
手
続
を
す
る
際
の
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
に
つ
い
て
は
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特

例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
特
例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
た
事
件
を
特
定
し
な
い
代
理
権
を
証
明
す
る

書
面
を
援
用
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
援
用
は
、
同
項
の
書
面
の
写
し
を
願
書
、
国
際
予
備
審
査
請
求
書
そ
の
他
の
国
際
出
願
に
関
す
る
書
類

に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
面
に
よ
る
証
明
）

第
七
条
　
手
続
を
す
る
者
は
、
手
続
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
第
三
者
の
許
可
又
は
同
意
を
要
す
る
と
き
は
、
書
面
を

も
つ
て
こ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
の
し
た
手
続
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
の

提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
そ
の
国
籍
を
証
明
す
る
書
面

二
　
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

三
　
そ
の
住
所
又
は
居
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
営
業
所
）
を
証
明
す
る
書
面

（
氏
名
変
更
等
の
届
出
）

第
九
条
　
手
続
を
し
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
そ
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
あ
て
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
様
式

第
三
若
し
く
は
様
式
第
三
の
二
又
は
様
式
第
四
若
し
く
は
様
式
第
四
の
二
に
よ
り
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
手
続
を
し
た
者
が
そ
の
国
籍
又
は
住
所
の
変
更
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
五
の
三
若
し
く
は
様
式
第
五
の

四
又
は
様
式
第
五
の
五
若
し
く
は
様
式
第
五
の
六
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
発
明
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
又
は
あ
て
名
の
変
更
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
三
若
し
く
は
様
式
第
三
の

二
又
は
様
式
第
四
若
し
く
は
様
式
第
四
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
名
義
変
更
の
届
出
）

第
十
条
　
手
続
を
し
た
者
の
名
義
が
変
更
し
た
と
き
は
、
様
式
第
六
又
は
様
式
第
六
の
二
に
よ
り
、
特
許
庁
長
官
に

対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
発
明
者
の
名
義
の
変
更
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
六
又
は
様
式
第
六
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
国
際
出
願
番
号
の
表
示
）

第
十
一
条
　
特
許
庁
に
対
し
国
際
出
願
の
後
そ
の
国
際
出
願
に
関
し
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
る
者
は
、
こ
れ

に
そ
の
国
際
出
願
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
書
類
の
提
出
）

第
十
一
条
の
二
　
特
許
庁
に
対
し
願
書
そ
の
他
の
国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
書

類
を
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
明
り

よ
う
で
な
い
場
合
又
は
そ
の
書
類
の
一
部
が
特
許
庁
に
到
達
し
な
か
つ
た
場
合
は
、
そ
の
明
り
よ
う
で
な
い
部
分

又
は
到
達
し
な
か
つ
た
部
分
に
つ
い
て
そ
の
書
類
の
提
出
は
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
旨
を
出
願

人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
出
願
人
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
そ
の
書
類
の
原
本
の
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
必
要
な
図
面
又
は
要
約
書
の
原
本
の
提
出
を
命
じ
ら

れ
た
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
当
該
原
本
を
提
出
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出

願
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
（
願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
必
要
な
図
面
又
は
要
約
書
を
除
く
。
）
の
原

本
の
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
当
該
原
本
を
提
出
し
な
か
つ
た
と

き
は
、
当
該
書
類
の
提
出
は
、
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
等
の
告
示
）

第
十
一
条
の
三
　
特
許
庁
長
官
は
、
条
約
第
十
六
条
（
２
）
及
び
条
約
第
三
十
二
条
（
２
）
並
び
に
規
則
３
５
．
２

（
ａ
）
（
ｉ
ｉ
）
（
規
則
５
９
．
１
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規

定
す
る
国
際
調
査
機
関
及
び
国
際
予
備
審
査
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
際
調
査
機
関
等
」
と
い
う
。
）

の
特
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
国
際
調
査
機
関
等
、
そ
の
国
際
調
査
機
関
等
に
よ
つ
て
管
轄
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
国
際
出
願
の
種
類
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
謄
本
等
の
請
求
）

第
十
一
条
の
四
　
出
願
人
又
は
そ
の
出
願
人
の
承
諾
を
得
た
者
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
出
願
人
の
国
際
出

願
に
関
す
る
書
類
の
謄
本
の
交
付
又
は
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律

第
三
十
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
単

に
「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
国
際
出
願
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
何
人
も
、
条
約
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
国
際
公
開
（
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
つ
た
後
は
、
特
許

庁
長
官
に
対
し
、
国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
の
謄
本
の
交
付
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
国
際
出
願
に
係

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
際
予
備
審
査
に
係
る
書
類
、
国
際

事
務
局
が
国
際
公
開
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
情
報
又
は
規
則
２
６
の
２
．
３
（
ｈ
の
２
）
の
規
定
に
基
づ
き
特
許

庁
長
官
が
国
際
事
務
局
に
送
付
し
な
い
こ
と
と
し
た
文
書
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
二
章
　
国
際
出
願

（
外
国
語
に
よ
る
国
際
出
願
の
言
語
）

第
十
二
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
は
、
英
語
と
す
る
。

（
発
明
の
単
一
性
）

第
十
三
条
　
国
際
出
願
は
、
一
の
発
明
又
は
規
則
第
十
三
規
則
に
規
定
す
る
単
一
の
一
般
的
発
明
概
念
を
形
成
す
る

よ
う
に
連
関
し
て
い
る
一
群
の
発
明
ご
と
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
願
書
等
の
提
出
）

第
十
四
条
　
願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
必
要
な
図
面
及
び
要
約
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
書
面
で
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
書
面
は
、
各
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
願
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
　
法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
出
願
人
の
あ
て
名
（
出
願
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
日
本
国
民
等
で
あ
る
出
願
人
の
う
ち
少

な
く
と
も
一
人
の
あ
て
名
）

二
　
代
理
人
又
は
代
表
者
が
あ
る
場
合
は
、
代
理
人
又
は
代
表
者
の
氏
名
及
び
あ
て
名

三
　
指
定
国
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
国
の
国
内
法
令
が
条
約
第
二
条
（
ｖ
ｉ
）
に
規
定
す
る
国
内
出
願
（
以
下

「
国
内
出
願
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
に
発
明
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
あ
て
名
を
表
示
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
事
項

四
　
条
約
第
八
条
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及

び
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
が
、
国
内
出
願
（
条
約
第
二
条
（
ｖ
）
に
規
定
す
る
広
域
出
願
（
以

下
「
広
域
出
願
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
出
願
の
さ
れ
た
パ
リ
条
約
（
千
九

百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年

十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一

日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業
所
有
権
の

保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同
盟
国
又
は
世
界

貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
国
名
、
広
域
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
条
約
第
四
十
五
条
（
１
）
に
規
定
す
る

広
域
特
許
条
約
（
以
下
「
広
域
特
許
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
条
約
第
二
条
（
ｉ
ｖ
）
に
規
定
す
る
広

域
特
許
を
付
与
す
る
権
限
を
有
す
る
機
関
の
名
称
、
国
際
出
願
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
出
願
の
さ
れ

た
受
理
官
庁
の
名
称

ロ
　
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
年
月
日

ハ
　
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
出
願
番
号

ニ
　
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
が
広
域
出
願
で
あ
り
、
か
つ
、
広
域
特
許
条
約
の
締
結
国
の
い
ず
れ

か
が
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
出
願
が
そ
の
国
に
つ
い
て
さ
れ
た
国
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
の
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
又
は
世
界
貿
易

機
関
の
加
盟
国
の
国
名

五
　
出
願
人
が
、
指
定
国
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
国
に
お
い
て
そ
の
国
際
出
願
が
条
約
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
追

加
特
許
、
追
加
発
明
者
証
若
し
く
は
追
加
実
用
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
出
願
又
は
規
則
４
．
１
１
（
ａ
）
（
ｉ

ｉ
）
に
規
定
す
る
継
続
出
願
若
し
く
は
一
部
継
続
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
に
は
そ
の

旨
並
び
に
当
該
国
際
出
願
の
原
出
願
の
出
願
番
号
及
び
出
願
年
月
日
又
は
当
該
国
際
出
願
の
原
特
許
、
原
発
明

者
証
若
し
く
は
原
実
用
証
の
番
号
及
び
出
願
年
月
日

六
　
出
願
人
が
選
択
す
る
国
際
調
査
機
関
に
対
し
、
国
際
調
査
を
行
う
に
当
た
り
、
他
の
国
際
出
願
に
係
る
国
際

調
査
、
国
内
出
願
に
係
る
条
約
第
十
五
条
（
５
）
（
ａ
）
に
規
定
す
る
国
際
型
調
査
（
以
下
「
国
際
型
調
査
」

と
い
う
。
）
又
は
国
内
出
願
に
係
る
調
査
（
第
二
十
一
条
の
二
に
お
い
て
「
先
の
調
査
」
と
総
称
す
る
。
）
の
結

果
を
考
慮
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
国
際
出
願
又
は
国
内
出
願
の
さ
れ
た
国
名
、
出
願

年
月
日
及
び
出
願
番
号
並
び
に
国
際
型
調
査
を
請
求
し
た
国
内
出
願
の
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
国
際
型
調
査
の

請
求
の
年
月
日
及
び
請
求
の
番
号

七
　
出
願
人
が
選
択
す
る
管
轄
国
際
調
査
機
関
の
表
示

（
願
書
の
様
式
）

第
十
六
条
　
願
書
は
、
印
刷
又
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
印
字
に
よ
る
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
前
項
の
書
面
に
す
る
出
願
人
の
署
名
は
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
願
人
が
二
人
以
上
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
署
名
と
す
る
。
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（
明
細
書
の
記
載
事
項
等
）

第
十
七
条
　
明
細
書
に
は
、
そ
の
発
明
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
専
門
家
が
そ
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
程
度
に
、
明
確
か
つ
十
分
に
そ
の
発
明
の
説
明
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
明
細
書
は
、
様
式
第
八
又
は
様
式
第
八
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
の
範
囲
の
記
載
事
項
等
）

第
十
八
条
　
請
求
の
範
囲
に
は
、
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
発
明
の
技
術
的
特
徴
に
よ
り
明
確
か
つ
簡
潔
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
の
範
囲
は
、
明
細
書
に
よ
り
十
分
に
裏
付
け
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
請
求
の
範
囲
は
、
様
式
第
九
又
は
様
式
第
九
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
面
の
様
式
）

第
十
九
条
　
図
面
は
、
様
式
第
十
又
は
様
式
第
十
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
要
約
書
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
条
　
要
約
書
に
は
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
及
び
図
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
発
明
の
概
要
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
要
約
書
は
、
様
式
第
十
一
又
は
様
式
第
十
一
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
証
謄
本
の
提
出
等
）

第
二
十
一
条
　
国
際
出
願
に
お
い
て
国
内
出
願
又
は
国
際
出
願
を
基
礎
と
す
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
出
願

人
は
、
条
約
第
二
条
（
ｘ
ｉ
）
に
規
定
す
る
優
先
日
（
以
下
「
優
先
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
年
四
月
以
内
に
、

そ
の
国
内
出
願
又
は
国
際
出
願
を
受
理
し
た
当
局
が
認
証
し
た
当
該
国
内
出
願
又
は
国
際
出
願
の
謄
本
（
以
下

「
優
先
権
書
類
」
と
い
う
。
）
を
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
書
類
の
提
出
は
、
様
式
第
十
一
の
三
又
は
様
式
第
十
一
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
国
際
出
願
に
お
い
て
特
許
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ
た
国
際
出
願
を
基
礎
と

す
る
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
出
願
人
は
、
優
先
日
か
ら
一
年
四
月
以
内
に
、
優
先
権
書
類
を
国
際
事
務
局

に
送
付
す
る
よ
う
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
者
は
、
そ
の
優
先
権
を
主
張
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
優
先
権
を
主

張
す
る
た
め
の
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
願
書
又
は
様
式
第
十
一
の
五
若
し
く
は
様
式
第
十
一
の
六
に
よ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
先
の
調
査
の
結
果
の
提
出
等
）

第
二
十
一
条
の
二
　
国
際
出
願
に
お
い
て
先
の
調
査
の
結
果
を
考
慮
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
出
願
人
は
、
当
該
国
際

出
願
の
願
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
国
際
出
願
が
先
の
調
査
が
行
わ
れ
た
出
願
と
同
一
若
し
く
は
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
旨
又
は
異
な
る
言

語
で
出
願
さ
れ
た
こ
と
を
除
き
国
際
出
願
が
先
の
調
査
が
行
わ
れ
た
出
願
と
同
一
若
し
く
は
実
質
的
に
同
一
で

あ
る
旨
の
陳
述

二
　
出
願
人
が
選
択
す
る
国
際
調
査
機
関
が
当
該
国
際
調
査
機
関
が
認
め
る
形
式
及
び
方
法
で
次
に
掲
げ
る
書
面

を
入
手
可
能
で
あ
る
た
め
、
当
該
出
願
人
が
当
該
国
際
調
査
機
関
に
当
該
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ

な
い
旨

イ
　
先
の
調
査
の
結
果
に
係
る
出
願
の
写
し

ロ
　
当
該
国
際
調
査
機
関
が
認
め
る
言
語
に
よ
る
先
の
調
査
の
結
果
に
係
る
出
願
の
翻
訳
文

ハ
　
当
該
国
際
調
査
機
関
が
認
め
る
言
語
に
よ
る
先
の
調
査
の
結
果
の
翻
訳
文

ニ
　
先
の
調
査
の
結
果
に
列
記
さ
れ
た
文
献
の
写
し

三
　
特
許
庁
又
は
出
願
人
が
選
択
す
る
国
際
調
査
機
関
が
、
特
許
庁
又
は
当
該
国
際
調
査
機
関
が
認
め
る
形
式
及

び
方
法
で
先
の
調
査
の
結
果
の
写
し
を
入
手
可
能
で
あ
る
た
め
、
当
該
出
願
人
が
特
許
庁
に
当
該
書
面
を
提
出

す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
い
旨

２
　
国
際
出
願
に
お
い
て
先
の
調
査
の
結
果
を
考
慮
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
出
願
人
は
、
先
の
調
査
が
出
願
人
が
選

択
す
る
国
際
調
査
機
関
と
同
一
の
機
関
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
場
合
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
の
願
書
に
同

項
第
三
号
の
事
項
が
記
載
さ
れ
た
場
合
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
を
除
き
、
国
際
出
願
の
願
書

に
先
の
調
査
の
結
果
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
際
出
願
に
お
い
て
先
の
調
査
の
結
果
を
考
慮
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
出
願
人
は
、
特
許
庁
が
先
の
調
査
を
行

つ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
出
願
人
が
選
択
す
る
国
際
調
査
機
関
が
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関

で
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
先
の
調
査
の
結
果
の
写
し
を
当
該
国
際
調
査
機
関
に
送
付
す

る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
者
は
、
先
の
調
査
の
結
果
の
写
し
の
送
付
を
請
求
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
先
の
調
査
の
結
果
の
写
し
の
送
付
を
請
求
す
る
た
め
の
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
願
書
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
出
願
番
号
等
の
通
知
）

第
二
十
二
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
国
際
出
願
と
し
て
提
出
さ
れ
た
書
類
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
国
際
出
願
番
号

及
び
当
該
国
際
出
願
が
特
許
庁
に
到
達
し
た
日
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
書
の
提
出
）

第
二
十
二
条
の
二
　
出
願
人
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と

き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
出
願
日
の
通
知
）

第
二
十
三
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
の
認
定
を
し
た
と
き

は
、
当
該
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定
し
た
日
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
続
補
完
書
の
様
式
）

第
二
十
四
条
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
補
完
は
、
様
式
第

十
二
又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
旨
の
通
知
）

第
二
十
五
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
者

が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期
間
内
に
手
続
の
補
完
に
係
る
書
面
の
提
出
を
し
な
い
と
き
又
は
同
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
当
該
書
面
に
お
い
て
、
そ
の
手
続
の
補
完
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
（
特
許
庁

長
官
が
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
際
出

願
日
の
認
定
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
出
願
は
国
際
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
旨
を
そ
の
理
由
を

付
し
て
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
面
の
提
出
の
様
式
）

第
二
十
六
条
　
法
第
五
条
第
二
項
又
は
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
提
出
は
、
様
式
第
十
三
又
は
様
式
第
十

三
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
面
の
提
出
期
間
）

第
二
十
七
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か

ら
二
月
と
す
る
。

（
優
先
権
の
主
張
の
追
加
）

第
二
十
七
条
の
二
　
出
願
人
は
、
優
先
日
（
優
先
権
の
主
張
を
追
加
し
て
行
う
こ
と
に
よ
り
優
先
日
に
つ
い
て
変
更

が
生
じ
る
場
合
に
は
、
変
更
前
の
優
先
日
又
は
変
更
後
の
優
先
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
か
ら
一
年
四
月
の
期
間

が
満
了
す
る
日
又
は
国
際
出
願
の
日
か
ら
四
月
の
期
間
が
満
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
に
、
特
許

庁
長
官
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
を
追
加
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
の
追
加
は
、
様
式
第
十
三
の
三
又
は
様
式
第
十
三
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
権
の
主
張
の
補
正
）

第
二
十
七
条
の
三
　
出
願
人
は
、
優
先
日
（
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
に
よ
り
優
先
日
に
つ
い
て

変
更
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
変
更
前
の
優
先
日
又
は
変
更
後
の
優
先
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
か
ら
一
年
四
月
の
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期
間
が
満
了
す
る
日
又
は
国
際
出
願
の
日
か
ら
四
月
の
期
間
が
満
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
に
、

特
許
庁
長
官
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、
様
式
第
十
五
又
は
様
式
第
十
五
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
権
の
主
張
の
補
正
命
令
等
）

第
二
十
八
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
国
際
出
願
の
願
書
に
記
載
さ
れ
た
優
先
権
の
主
張
に
係
る
事
項
が
第
十
五
条
第
四

号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
又
は
国
際
出
願
の
願
書
に
記
載
さ
れ
た
優
先
権
の
主
張
に
係
る
事

項
が
優
先
権
書
類
の
記
載
事
項
と
同
一
で
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補
正
を
す
べ
き
こ

と
を
出
願
人
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
補
正
は
、
様
式
第
十
五
又
は
様
式
第
十
五
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
出
願

人
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
そ
の
補
正
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
優
先
権
の
主
張
は
初
め
か
ら

な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
補
正
の
事
由
が
、
優
先

権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
番
号
の
記
載
が
な
い
こ
と
、
国
際
出
願
の
願
書
に
記
載
さ
れ
た
優
先
権
の
主
張

に
係
る
事
項
が
優
先
権
書
類
の
記
載
事
項
と
同
一
で
な
い
こ
と
又
は
国
際
出
願
日
が
優
先
日
か
ら
一
年
二
月
を
経

過
し
た
後
の
日
で
な
い
こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
優
先
権
の
主
張
の
補
正
の
特
例
）

第
二
十
八
条
の
二
　
出
願
人
が
、
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

受
け
る
前
で
あ
つ
て
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
一
月
以
内
に
、
特
許
庁
長
官
に
対

し
、
書
面
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
補
正
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に

し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
優
先
権
の
回
復
の
請
求
）

第
二
十
八
条
の
三
　
条
約
第
八
条
（
１
）
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
規
則
２
．
４
（
ａ
）
に
規
定
す
る
優
先
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
優
先

期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
当
該
国
際
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
は
、
優
先
期
間
の
経
過
後
二
月
以
内

（
条
約
第
二
十
一
条
（
２
）
（
ｂ
）
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
の
国
際
公
開
の
請
求
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
請
求
に

よ
り
国
際
公
開
の
技
術
的
な
準
備
が
完
了
し
た
後
を
除
く
。
）
に
当
該
国
際
出
願
を
し
た
と
き
は
、
特
許
庁
長
官

に
対
し
、
書
面
に
よ
り
当
該
優
先
権
の
回
復
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
故
意
に
、
優
先
期
間
内
に

そ
の
国
際
出
願
を
し
な
か
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
回
復
の
請
求
（
以
下
次
条
ま
で
に
お
い
て
「
優
先
権
の
回
復
請
求
」
と
い
う
。
）

は
、
願
書
又
は
様
式
第
十
五
の
二
の
二
若
し
く
は
様
式
第
十
五
の
二
の
三
（
次
項
に
お
い
て
「
優
先
権
の
回
復
請

求
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
優
先
権
の
回
復
請
求
を
す
る
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
様
式
第
十
五
の
二
の
四
又
は
様
式
第
十
五

の
二
の
五
（
優
先
権
の
回
復
請
求
書
に
よ
り
優
先
権
の
回
復
請
求
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
優
先
権
の
回
復
請

求
書
）
に
、
優
先
期
間
内
に
国
際
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
理
由
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
回
復
理

由
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長

官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
回
復
理
由
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
優
先
権
の
回
復
請
求
を
す
る
者
は
、
国
際
出
願
の
際
に
当
該
優
先
権
の
回
復
請
求
に
係
る
優
先
権
を
主
張
し
な

か
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
そ
の
優
先
権
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
は
、
様
式
第
十
三
の
三
又
は
様
式
第
十
三
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
優
先
権
の
回
復
の
決
定
等
）

第
二
十
八
条
の
四
　
特
許
庁
長
官
は
、
優
先
権
の
回
復
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
優
先
権
の
回
復
請
求
を
認
め

る
か
否
か
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
優
先
権
の
回
復
請
求
を
認
め
な
い
旨
の
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
出
願
人
に
対
し
、

そ
の
理
由
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
願
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
職
権
に
よ
る
抹
消
）

第
二
十
九
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
願
書
に
法
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
事
項
以
外
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
職
権
に
よ
り
そ
の
事
項
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
明
細
書
等
の
引
用
に
よ
る
補
充
）

第
二
十
九
条
の
二
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
て
、
当
該
認

定
に
係
る
国
際
出
願
が
同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
（
当
該
認
定
に
係
る
国
際
出
願
の
願
書
に
優
先
権
の
主
張

が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
規
則
４
．
１
８
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
に
係
る
国
際
出
願
に
含

ま
れ
て
い
な
い
明
細
書
又
は
請
求
の
範
囲
が
当
該
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
含
ま
れ
て
い
る
旨
の
陳

述
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
規
則
２
０
．
３
（
ａ
）
（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
り
出
願
人
に
対
し
、
書
面
に
よ

り
明
細
書
又
は
請
求
の
範
囲
の
補
充
（
以
下
第
二
十
九
条
の
五
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
に
お

い
て
「
明
細
書
等
の
引
用
補
充
」
と
い
う
。
）
を
二
月
以
内
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
と
き
は
、
出
願
人
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
限
り
、
特
許
庁
長
官

に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
明
細
書
等
の
引
用
補
充
は
様
式
第
十
二
又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
よ

り
、
前
項
の
意
見
書
の
提
出
は
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
明
細
書
等
の
引
用
補
充
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
三
　
出
願
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
出
願
と
し
て
提
出
さ
れ
た
書
類
が
特

許
庁
に
到
達
し
た
日
か
ら
二
月
間
に
限
り
、
明
細
書
等
の
引
用
補
充
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
写
し
等
の
提
出
）

第
二
十
九
条
の
四
　
出
願
人
は
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
明
細
書
等
の
引
用
補
充

を
す
る
と
き
は
、
特
許
庁
長
官
に
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
写
し
（
当
該
出
願
の
言
語
が
国
際
出

願
の
言
語
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
出
願
の
写
し
及
び
当
該
出
願
に
係
る
国
際
出
願
の
言
語
に
よ
る
翻

訳
文
）
を
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
、
当
該
出
願
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
は
要
し
な
い
。

一
　
出
願
人
が
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
書
類
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合

二
　
出
願
人
が
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
場
合

三
　
出
願
人
が
、
規
則
１
７
．
１
（
ｂ
の
２
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
場
合

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
出
願
の
写
し
（
当
該
出
願
に
係
る
国
際
出
願
の
言
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
含

む
。
）
の
提
出
は
、
様
式
第
十
一
の
三
又
は
様
式
第
十
一
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
第
二
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
等
の
引
用
補
充
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

第
二
十
九
条
の
五
　
特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
明
細
書

等
の
引
用
補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
と
き
は
、
当
該
明
細
書
等
の
引
用
補
充
に
係
る
国
際
出
願
の

国
際
出
願
日
を
規
則
２
０
．
３
（
ｂ
）
（
ｉ
）
又
は
２
０
．
３
（
ｂ
）
（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定
す
る
日
が
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際

出
願
日
以
前
の
日
と
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定
し

た
日
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
等
の
引
用
補
充
を
同
条
に
規
定
す
る

期
間
内
に
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
国
際
出
願
の
欠
落
部
分
の
補
充
等
）

第
二
十
九
条
の
六
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
て
、
規
則
２

０
．
５
（
ａ
）
（
ｉ
）
、
２
０
．
５
（
ａ
）
（
ｉ
ｉ
）
、
２
０
．
５
の
２
（
ａ
）
（
ｉ
）
又
は
２
０
．
５
の
２
（
ａ
）
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（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
り
出
願
人
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

部
分
の
補
充
を
二
月
以
内
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
明
細
書
若
し
く
は
請
求
の
範
囲
の
一
部
が
な
い
こ
と
（
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
又
は
図
面
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
　
当
該
部
分
（
以
下
第
二
十
九
条
の

十
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
に
お
い
て
「
欠
落
部
分
」
と
い
う
。
）

二
　
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
全
部
又
は
一
部
が
誤
つ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
　

当
該
部
分
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
部
分
（
以
下
第
二
十
九
条
の
十
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二

に
お
い
て
「
適
当
な
明
細
書
等
」
と
い
う
。
）

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
と
き
は
、
出
願
人
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
限
り
、
特
許
庁
長
官

に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
は
様
式
第
十
二
又
は

様
式
第
十
二
の
二
に
よ
り
、
前
項
の
意
見
書
の
提
出
は
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
落
部
分
の
補
充
等
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
七
　
出
願
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
出
願
と
し
て
提
出
さ
れ
た
書
類
が
特

許
庁
に
到
達
し
た
日
か
ら
二
月
間
に
限
り
、
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
欠
落
部
分
を
記
載
し
た
箇
所
の
記
載
等
）

第
二
十
九
条
の
八
　
出
願
人
は
、
規
則
２
０
．
５
（
ａ
）
（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
り
欠
落
部
分
の
補
充
を
す
る
と
き

（
図
面
の
全
部
を
補
充
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
お
い
て
当
該
欠
落
部
分

が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
説
明
を
、
規
則
２
０
．
５
の
２
（
ａ
）
（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
り
適
当
な
明
細
書
等

の
補
充
を
す
る
と
き
（
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
全
部
を
補
充
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
優
先
権
の

主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
お
い
て
当
該
適
当
な
明
細
書
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
説
明
を
、
様
式
第
十
二

又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
出
願
人
が
、
規
則
２
０
．
５
（
ａ
）
（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
欠
落
部
分
の
補
充
を
す
る
と
き
又
は
規
則

２
０
．
５
の
２
（
ａ
）
（
ｉ
ｉ
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
す
る
と
き
は
、
第
二
十
九
条

の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
の
七
」
と
、
「
明
細
書
等
の
引
用
補
充
」
と
あ
る
の

は
「
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

第
二
十
九
条
の
九
　
特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
欠
落
部

分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
当
該
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
当
該
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
に
係
る

国
際
出
願
の
国
際
出
願
日
を
認
定
し
、
又
は
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定

す
る
日
が
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
と
同
じ
日
と
な
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
欠
落
部
分
の
補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に

し
た
場
合
　
規
則
２
０
．
５
（
ｂ
）
若
し
く
は
２
０
．
５
（
ｄ
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は
規
則
２
０
．
５

（
ｃ
）
の
規
定
に
よ
る
訂
正

二
　
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
同
項
に
規
定
す
る
期

間
内
に
し
た
場
合
　
規
則
２
０
．
５
の
２
（
ｂ
）
若
し
く
は
２
０
．
５
の
２
（
ｄ
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
又
は

規
則
２
０
．
５
の
２
（
ｃ
）
の
規
定
に
よ
る
訂
正

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
に
係
る
国
際
出
願
の
国
際
出
願
日
を
規
則
２
０
．
５
の
２
（
ｂ
）

の
規
定
に
よ
り
認
定
し
、
又
は
規
則
２
０
．
５
の
２
（
ｃ
）
の
規
定
に
よ
り
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
誤
つ
て
提

出
さ
れ
た
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
の
全
部
又
は
一
部
は
、
当
該
国
際
出
願
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な

す
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定

し
た
日
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
を
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
訂
正
後
に
お
け
る
国
際
出
願
日
を
、

そ
れ
ぞ
れ
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の

補
充
を
同
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
欠
落
部
分
の
補
充
の
取
下
げ
等
）

第
二
十
九
条
の
十
　
出
願
人
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
一
月
間
に
限
り
、
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
訂
正
さ
れ
た
国
際
出
願
に
係
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
を
取

り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
は
、
欠
落
部

分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
に
係
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
訂
正
は
な
か
つ
た

も
の
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
の
取
下
げ
は
、
様
式
第
十
五
の
三
又

は
様
式
第
十
五
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
又
は
適
当
な
明
細
書
等
の

補
充
を
同
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
手
続
の
補
正
）

第
三
十
条
　
法
第
六
条
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
と
す
る
。

一
　
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
国
籍
、
住
所
又
は
居
所
及
び
あ
て
名
（
出
願
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
日
本
国
民
等
で
あ
る
出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
国
籍
、
住
所
又
は
居
所
及
び
あ
て
名
）
の
記

載
が
あ
る
こ
と
。

二
　
提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
の
記
載
及
び
署
名
（
提
出
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
提
出
者

の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
氏
名
又
は
名
称
の
記
載
及
び
署
名
）
が
あ
る
こ
と
。

三
　
願
書
に
あ
つ
て
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
及
び
要
約
書
に
あ
つ
て

は
、
様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
一
の
二
ま
で
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
意
見
書
の
提
出
）

第
三
十
条
の
二
　
出
願
人
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
同

条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
続
補
正
書
の
様
式
）

第
三
十
一
条
　
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
手
続
の
補
正
は
、
様
式
第
十
五
又
は
様
式
第
十
五
の
二
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
の
補
正
）

第
三
十
一
条
の
二
　
特
許
庁
長
官
は
、
国
際
出
願
を
し
た
者
が
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
三
の
項
に
掲
げ
る

部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
国
際
出
願
が
特
許
庁
に
到
達
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に

納
付
し
な
い
と
き
は
、
当
該
手
数
料
の
納
付
の
補
正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
の
補
正
は
、
様
式
第
二
十
九
又
は
様
式
第
二
十
九
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
決
定
）

第
三
十
二
条
　
法
第
七
条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
納

付
の
補
正
を
命
じ
た
日
か
ら
一
月
と
す
る
。

第
三
十
三
条
　
法
第
七
条
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
国
際
出
願
日
か
ら
四
月
と
す
る
。

第
三
十
四
条
　
削
除

（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
決
定
の
通
知
等
）

第
三
十
五
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
際
出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の

決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
七
条
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
国
際
出
願
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す

旨
の
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
及
び
理
由
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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３
　
出
願
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
通
知
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
特
許
庁
長
官
に
対

し
、
抗
弁
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
抗
弁
書
は
、
様
式
第
十
六
又
は
様
式
第
十
六
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
出
願
等
の
取
下
げ
）

第
三
十
六
条
　
出
願
人
は
、
優
先
日
か
ら
二
年
六
月
を
超
え
る
ま
で
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
国
際
出
願
の
取
下

げ
、
指
定
国
の
指
定
の
取
下
げ
又
は
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
優
先
権
の
主
張
の
取
下
げ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
出
願
人
が
前
項
に
規
定
す
る
取
下
げ
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取
下
げ
に
係
る
指
定
国
又
は
条
約
第
三
十

一
条
（
４
）
（
ａ
）
に
規
定
す
る
選
択
国
（
以
下
「
選
択
国
」
と
い
う
。
）
が
条
約
第
二
十
三
条
又
は
条
約
第
四
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
既
に
国
際
出
願
の
処
理
又
は
審
査
を
開
始
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
指
定
国
又
は
選
択
国
に

つ
い
て
の
当
該
取
下
げ
は
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
取
下
げ
は
、
様
式
第
十
七
又
は
様
式
第
十
七
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
取
下
げ
は
、
出
願
人
の
代
理
人
（
す
べ
て
の
出
願
人
を
代
理
す
る
者
に
限
る
。
）
又
は
代
表
者
（
法

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
表
者
を
除
く
。
）
が
い
な
い
場
合
は
、
す
べ
て
の
出
願
人
が
記

名
し
、
か
つ
、
署
名
を
し
た
書
面
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
一
部
返
還
）

第
三
十
六
条
の
二
　
条
約
第
十
二
条
（
１
）
に
規
定
す
る
国
際
出
願
の
調
査
用
写
し
（
以
下
「
調
査
用
写
し
」
と
い

う
。
）
が
国
際
調
査
機
関
に
送
付
さ
れ
る
前
に
当
該
国
際
出
願
に
つ
い
て
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
さ
れ

ず
、
若
し
く
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
決
定
が
さ
れ
、
又
は
当
該
国
際
出
願
の
取
下
げ
が
さ
れ
た

と
き
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
一
の
項
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
手

数
料
（
同
項
に
規
定
す
る
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
に
係

る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
納
付
手
数
料
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
金
額
を
減
じ
た
額
を
出
願
人
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合
　
一
万
七
千
円
（
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
手
数

料
の
軽
減
（
以
下
「
軽
減
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
万
七
千
円
に
軽
減
の
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
九
十
五
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
国
と
国
以
外
の
者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
（
軽
減
を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係

る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
持
分
の
定
め
が
あ
る
場
合
　
一
万
七
千
円
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額

三
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
軽
減
を
受
け
る
者

を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
、
持
分
の
定
め
が
あ
る
場
合
　
国
以
外
の
各
共
有
者
ご
と
に
一
万
七

千
円
に
そ
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

（
謄
本
の
請
求
等
）

第
三
十
七
条
　
出
願
人
は
、
出
願
時
の
国
際
出
願
に
係
る
書
類
又
は
そ
の
手
続
の
補
完
、
明
細
書
等
の
引
用
補
充
、

欠
落
部
分
の
補
充
、
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
若
し
く
は
手
続
の
補
正
に
係
る
書
類
の
謄
本
の
交
付
を
、
特
許
庁

長
官
に
対
し
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
書
類
の
謄
本
の
交
付
を
請
求
す
る
者
が
必
要
な
書
類
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
用
い
て
謄
本
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
書
類
の
謄
本
に
は
、
原
本
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
認
証
す
る
旨
を
記
載
し
、
特
許
庁
長
官
が
指
定
す

る
職
員
が
記
名
し
、
か
つ
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
請
求
）

第
三
十
七
条
の
二
　
出
願
人
は
、
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
出
願
時
の
国
際
出
願
に
係
る
事
項
又
は
そ
の
手
続

の
補
完
、
明
細
書
等
の
引
用
補
充
、
欠
落
部
分
の
補
充
、
適
当
な
明
細
書
等
の
補
充
若
し
く
は
手
続
の
補
正
に
係

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
書
類
に
は
、
記
載
事
項
が
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
相
違
が
な
い
こ
と
を
認
証
す
る
旨
を

記
載
し
、
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
職
員
が
記
名
し
、
か
つ
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
証
の
請
求
等
）

第
三
十
七
条
の
三
　
出
願
人
は
、
優
先
日
か
ら
一
年
二
月
を
経
過
し
た
後
、
国
際
出
願
の
写
し
を
提
出
し
て
出
願
時

の
国
際
出
願
と
同
一
で
あ
る
こ
と
の
認
証
を
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
規
則
２
４
．
２
（
ａ
）
の
規
定
に
よ
り
国
際
事
務
局
が
送
付
す
る
受
理
の
通
知
を
受
領
し
て

い
る
と
き
は
、
前
項
の
認
証
の
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
認
証
に
あ
た
つ
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
職
員
が
記
名
し
、
か
つ
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
証
明
書
の
請
求
）

第
三
十
八
条
　
出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
に
お
い
て

優
先
権
を
主
張
す
る
た
め
の
国
際
出
願
に
関
す
る
書
類
に
つ
い
て
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者
は
、
そ
の
優
先
権
を
主
張
す
る
旨
及
び
出
願
し
よ
う
と
す
る
国
の
国
名

（
国
際
出
願
に
あ
つ
て
は
国
際
出
願
で
あ
る
旨
）
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
優
先
権
を
主
張
す
る
た
め
の
書
類
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
　
国
際
調
査

（
調
査
用
写
し
の
受
領
の
通
知
）

第
三
十
九
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
調
査
用
写
し
を
受
領
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
受
領
し
た
年
月
日
を
出
願

人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
調
査
報
告
の
記
載
事
項
）

第
四
十
条
　
国
際
調
査
報
告
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
国
際
調
査
を
し
た
審
査
官
の
氏
名
を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
国
際
出
願
番
号

二
　
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
国
際
出
願
日

四
　
国
際
調
査
を
完
了
し
た
年
月
日

五
　
国
際
特
許
分
類
に
よ
る
発
明
の
属
す
る
分
野
の
分
類
の
記
号

六
　
国
際
調
査
を
行
つ
た
分
野
の
分
類
の
記
号

七
　
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
文
献

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
）

第
四
十
条
の
二
　
特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
に
、
規
則
４
３
の
２
．
１
（
ａ
）
の
規
定
に
よ
る
国
際
調
査
機
関
の
書

面
に
よ
る
見
解
（
以
下
「
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
」
と
い
う
。
）
を
国
際
調
査
を
す
る
際
に
作
成
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
審
査
官
は
、
国
際
調
査
及
び
国
際
予
備
審
査
を
同
時
に
開
始
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
国
際
出
願
が
条
約
第
三
十

四
条
（
２
）
（
ｃ
）
（
ｉ
）
か
ら
（
ｉ
ｉ
ｉ
）
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
は
、
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
の

作
成
を
要
し
な
い
。

３
　
審
査
官
は
、
国
際
調
査
に
係
る
国
際
出
願
が
そ
の
全
部
の
請
求
の
範
囲
に
つ
き
法
第
十
二
条
第
二
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
そ
の
旨
を
、
国
際
調
査
に
係
る
国
際
出
願
が
そ
の
一
部
の
請
求
の
範
囲
に
つ
き
同
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
そ
の
旨
及
び
当
該
一
部
の
請
求
の
範
囲
以
外
の
請
求
の
範
囲
の
み
に
つ
い

て
し
た
見
解
を
、
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
審
査
官
は
、
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
場
合
に
お
い

て
、
手
数
料
の
追
加
の
納
付
が
な
い
と
き
は
、
手
数
料
の
納
付
が
あ
つ
た
発
明
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
国
際
調
査

機
関
の
見
解
書
を
作
成
し
、
そ
の
他
の
発
明
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
の
作
成
を
要
し

な
い
。

（
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
条
の
三
　
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
見
解
を
作
成
し
た
審
査
官

の
氏
名
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
国
際
出
願
番
号

二
　
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
国
際
出
願
日

四
　
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
を
作
成
し
た
年
月
日

五
　
国
際
特
許
分
類
に
よ
る
発
明
の
属
す
る
分
野
の
分
類
の
記
号

六
　
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
発
明
の
条
約
第
三
十
三
条
（
２
）
、
（
３
）
又
は
（
４
）
に
規
定
す
る
新
規

性
、
進
歩
性
又
は
産
業
上
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
見
解

七
　
前
号
の
見
解
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
文
献

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

２
　
審
査
官
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
予
備
審
査
が
請
求
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
際
調
査
機
関
の

見
解
書
は
、
規
則
６
６
．
２
（
ａ
）
の
規
定
に
よ
る
国
際
予
備
審
査
機
関
の

初
の
書
面
に
よ
る
見
解
と
み
な
す

旨
並
び
に
出
願
人
は
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
定
め
る
期
間
内
に
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
旨

及
び
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
書
を
提
出
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
旨
を
、
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
調
査
報
告
等
の
送
付
）

第
四
十
一
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
が
国
際
調
査
報
告
及
び
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、

当
該
国
際
調
査
報
告
及
び
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
を
、
国
際
事
務
局
に
送
付
す
る
と
同
時
に
、
出
願
人
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
調
査
報
告
を
作
成
し
な
い
旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
決
定
及
び
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
を
出
願
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
調
査
を
要
し
な
い
国
際
出
願
の
内
容
）

第
四
十
二
条
　
法
第
八
条
第
二
項
第
一
号
の
国
際
調
査
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
科
学
及
び
数
学
の
理
論

二
　
事
業
活
動
、
純
粋
に
精
神
的
な
行
為
の
遂
行
又
は
遊
戯
に
関
す
る
計
画
、
法
則
又
は
方
法

三
　
情
報
の
単
な
る
提
示

四
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
国
内
出
願
に
お
い
て
先
行
技
術
の
調
査
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

（
手
数
料
の
追
加
の
納
付
）

第
四
十
三
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
じ

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
及
び
納
付
す
べ
き
金
額
を
明
示
し
た
文
書
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
手
数
料
の
納
付
は
、
様
式
第
十
八
又
は
様
式
第
十
八
の
二
に

よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
）

第
四
十
四
条
　
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
出
願
人

は
、
そ
の
命
じ
ら
れ
た
金
額
の
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
国
際
出
願
が
条
約
第
十
七
条

（
３
）
（
ａ
）
に
規
定
す
る
発
明
の
単
一
性
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
旨
又
は
命
じ
ら
れ
た
手
数
料
の
追
加
の
納
付

の
金
額
が
過
大
で
あ
る
旨
の
理
由
を
記
載
し
た
陳
述
書
に
よ
り
、
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
　
前
項
の
陳
述
書
は
、
様
式
第
十
九
又
は
様
式
第
十
九
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
官
の
指
定
）

第
四
十
五
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三

名
の
審
査
官
を
指
定
し
て
、
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
官
を
指
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
を
当
該
事
件
の
審
査
官
と
し
て
指
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
事
件
の
当
事
者
若
し
く
は
当
事
者
で
あ
つ
た
者
又
は
配
偶
者
若
し
く
は
配
偶
者
で
あ
つ
た
者
が
事
件
の
当
事

者
で
あ
る
者
若
し
く
は
当
事
者
で
あ
つ
た
者

二
　
事
件
の
当
事
者
が
四
親
等
内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同
居
の
親
族
で
あ
る
者
又
は
あ
つ
た
者

三
　
事
件
の
当
事
者
の
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐
監
督
人
、
補
助
人
又
は
補
助
監
督
人

四
　
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
の
代
理
人
で
あ
る
者
又
は
あ
つ
た
者

五
　
事
件
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
た
命
令
に
審
査
官
と
し
て
関
与
し
た
者

六
　
そ
の
他
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
公
正
を
妨
げ
る
べ
き
事
情
が
あ
る
者

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
審
査
官
の
う
ち
事
件
に
関
与
す
る
こ
と
に
故
障
が
あ
る
者

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
解
い
て
他
の
審
査
官
を
も
つ
て
こ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
の
合
議
制
）

第
四
十
五
条
の
二
　
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
査
及
び
決
定
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
三
名
の
審
査
官
の
合
議
体
が
行
う
。

２
　
前
項
の
合
議
体
の
合
議
は
、
過
半
数
に
よ
り
決
す
る
。

（
首
席
審
査
官
）

第
四
十
五
条
の
三
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
審
査
官
の
う
ち
一
名
を
首
席

審
査
官
と
し
て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
首
席
審
査
官
は
、
そ
の
追
加
手
数
料
異
議
申
立
て
事
件
に
関
す
る
事
務
を
総
理
す
る
。

（
決
定
）

第
四
十
五
条
の
四
　
第
四
十
五
条
第
一
項
の
決
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
決
定

を
し
た
審
査
官
が
こ
れ
に
記
名
し
、
か
つ
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
追
加
手
数
料
異
議
申
立
て
事
件
の
表
示

二
　
申
立
人
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
代
理
人
が
あ
る
場
合
は
、
代
理
人
の
氏
名

四
　
決
定
の
結
論
及
び
理
由

五
　
決
定
の
年
月
日

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
決
定
に
お
い
て
追
加
し
て
納
付
さ
れ
た
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を

申
立
人
に
返
還
す
べ
き
旨
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
返
還
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
金
額
を
申
立
人
に
返
還

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
決
定
の
謄
本
を
申
立
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
謄
本
に
準
用
す
る
。

（
国
際
調
査
報
告
に
係
る
発
明
の
区
分
方
法
）

第
四
十
六
条
　
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
は
、
納
付
さ
れ
た
手
数
料
で
充
当
し
う
る
数
の
発
明
に
つ
き

そ
の
請
求
の
範
囲
に
お
け
る
発
明
の
記
載
の
順
序
に
従
つ
て
手
数
料
が
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
み
な

さ
れ
た
発
明
に
係
る
部
分
を
手
数
料
の
納
付
が
あ
つ
た
発
明
に
係
る
部
分
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
審
査
官
に
よ
る
要
約
書
の
作
成
等
）

第
四
十
七
条
　
審
査
官
は
、
国
際
出
願
の
要
約
書
が
、
第
二
十
条
の
規
定
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
旨
を
国
際
調
査
報
告
に
表
示
し
、
同
条
の
規
定
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の

提
出
さ
れ
た
要
約
書
に
代
え
て
新
た
な
要
約
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
約
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
要
約
書
を
国
際
調
査
報

告
に
添
付
し
て
出
願
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
出
願
人
は
、
前
項
の
国
際
調
査
報
告
の
送
付
の
日
か
ら
一
月
間
に
限
り
、
要
約
書
の
訂
正
を
記
載
し
た
書
面
又

は
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
官
に
よ
る
発
明
の
名
称
の
決
定
等
）

第
四
十
八
条
　
審
査
官
は
、
国
際
出
願
の
発
明
の
名
称
が
短
く
か
つ
的
確
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
旨
を
、
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
記
載
さ
れ
た
発
明
の
名
称
に
代
え
て
新
た
な
国
際
出
願
の
発

明
の
名
称
を
決
定
し
、
そ
の
決
定
し
た
発
明
の
名
称
を
国
際
調
査
報
告
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
文
献
の
写
し
の
請
求
の
期
間
）

第
四
十
九
条
　
法
第
九
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
国
際
調
査
報
告
に
係
る
国
際
出
願
の
国
際
出

願
日
か
ら
七
年
と
す
る
。
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（
文
献
の
写
し
の
請
求
の
様
式
）

第
四
十
九
条
の
二
　
文
献
の
写
し
の
請
求
は
、
様
式
第
二
十
の
三
又
は
様
式
第
二
十
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
手
数
料
の
一
部
返
還
）

第
五
十
条
　
国
際
出
願
が
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
調
査
報
告
が
作
成
さ
れ
て
い
る
先
の
国
際
出
願
を

基
礎
と
す
る
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
国
際
調
査
報
告
を
作
成
す
る

た
め
に
そ
の
先
の
国
際
出
願
の
国
際
調
査
報
告
の
相
当
部
分
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
納
付
手
数
料

の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
出
願
人
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

一
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
表
一
の
項
第
二
欄
イ
に
掲
げ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
額

イ
　
ロ
及
び
ハ
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合
　
五
万
七
千
円
（
軽
減
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
五
万
七
千

円
に
軽
減
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
国
と
国
以
外
の

者
と
の
共
有
に
係
る
場
合
（
軽
減
を
受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
持

分
の
定
め
が
あ
る
場
合
　
五
万
七
千
円
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
軽
減
を
受
け
る

者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
、
持
分
の
定
め
が
あ
る
場
合
　
国
以
外
の
各
共
有
者
ご
と
に
五

万
七
千
円
に
そ
の
持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額

二
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
表
一
の
項
第
二
欄
ロ
に
掲
げ
る
場
合
　
六
万
七
千
円

２
　
前
項
の
規
定
は
、
国
際
出
願
の
願
書
に
特
許
出
願
又
は
実
用
新
案
登
録
出
願
に
係
る
第
十
五
条
第
六
号
の
事
項

が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
（
当
該
特
許
出
願
又
は
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願
人
が
当
該
国
際
出
願
の
出
願

人
と
同
一
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
当
該
国
際
出
願
に
つ
い
て
の
国
際
調
査
報
告
を
作
成
す
る
た
め

に
当
該
特
許
出
願
の
審
査
又
は
当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
に
つ
い
て
の
実
用
新
案
技
術

評
価
の
結
果
の
相
当
部
分
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
準
用
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

第
五
十
条
の
二
　
削
除

（
塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
特
許
出
願
等
）

第
五
十
条
の
三
　
塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
配
列
」
と
い
う
。
）
を
含
む
国
際
出

願
を
す
る
者
は
、
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
配
列
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
定
の

配
列
表
」
と
い
う
。
）
を
、
特
許
庁
長
官
が
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る

方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所

定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
と
い
う
。
）
を
、
願
書
に
添
付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
所
定
の
配
列
表
が
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
を
含
む
と
き
は
、
当
該
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
を
、
英
語
に
よ
り
、
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
と
同
一
の
内
容
を
、
英
語
以
外
の
外
国
語
又
は
日
本
語
に
よ

り
、
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
所
定
の
配
列
表
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
補
完
を
す
る
場

合
、
第
二
十
九
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
等
の
引
用
補
充
を
す
る
場
合
又
は
第

二
十
九
条
の
六
若
し
く
は
第
二
十
九
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
欠
落
部
分
の
補
充
若
し
く
は
適
当
な
明
細
書
等
の
補

充
を
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
様
式
第
十
二
又
は
様
式
第
十

二
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
手
続
補
完
書
又
は
手
続
補
充
書
に
添
付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
願
書
又
は
様
式
第
十
二
若
し
く
は
様
式
第
十
二
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
手
続
補
完
書
若
し
く
は
手
続
補
充
書
に

添
付
し
た
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
所
定
の
配
列
表
は
、
国
際
出
願
の
出
願
時
に
お
け
る
明
細
書
に
記

載
し
た
事
項
と
み
な
す
。

５
　
所
定
の
配
列
表
に
つ
い
て
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
補
正
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正

及
び
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
正
等
」
と
い
う
。
）
を
す

る
と
き
は
、
補
正
等
後
の
配
列
表
を
記
録
し
た
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
様
式
第
十
五
又
は
様
式
第
十
五
の
二
に

よ
り
作
成
し
た
手
続
補
正
書
（
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
を
請
求
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
様
式

第
二
十
六
又
は
様
式
第
二
十
六
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
訂
正
請
求
書
）
に
添
付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
所
定
の
配
列
表
が
第
二
項
の
規
定
に
従
つ
て
作
成
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
を
願
書
に
添
付
し
て
い
な
い
場
合
は
そ
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、

提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
様
式
第
十
五
又
は

様
式
第
十
五
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
提
出
書
に
添
付
し
、
か
つ
、
当
該
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
所
定
の
配
列

表
が
国
際
出
願
の
出
願
時
に
お
け
る
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
を
超
え
て
い
な

い
旨
の
陳
述
書
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
提
出
を
し
な
い
と
き
は
、
審
査
官
は
、
そ
の
た
め
に
有
効
な
国
際
調
査
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
請
求
の
範
囲
に
つ
き
国
際
調
査
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

９
　
第
七
項
に
規
定
す
る
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
た
事
項
は
、
願
書
に
添
付
し
た
明
細
書
に
記
載
し
た
事

項
と
み
な
さ
な
い
。

10
　
出
願
人
は
、
所
定
の
配
列
表
を
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
明
細
書
に
記
載
す
る
事
項
と
し
て
作
成
し
、
特
例

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

手
続
と
と
も
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を

提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

11
　
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
を
す
る
者
は
、
所
定
の
配
列
表
を
特
例
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
手
続

と
と
も
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
定
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
提
出

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
章
　
国
際
予
備
審
査

（
国
際
予
備
審
査
の
請
求
が
で
き
な
い
場
合
）

第
五
十
一
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
出
願
人
の
指
定
す
る
指
定
国
が
す
べ
て
条

約
第
六
十
四
条
（
１
）
（
ａ
）
の
規
定
に
よ
る
宣
言
を
し
た
国
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
国
際
予
備
審
査
の
請
求
期
限
）

第
五
十
一
条
の
二
　
法
第
十
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
国
際
調
査
報
告
及
び
国
際
調
査
機
関

の
見
解
書
又
は
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
通
知
を
出
願
人
に
送
付
し
た
日
か
ら
三
月
又
は
当
該
国

際
出
願
の
優
先
日
か
ら
一
年
十
月
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
と
す
る
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
経
過
後
に
国
際
予
備
審
査
請
求
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
請

求
は
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
記
載
事
項
）

第
五
十
二
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
国
際
予
備
審
査
を
請
求
す
る
旨
の
申
立
て

二
　
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
、
国
籍
、
住
所
又
は
居
所
及
び
あ
て
名
（
出
願
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
国
籍
、
住
所
又
は
居
所
及
び
あ
て
名
）

三
　
代
理
人
又
は
代
表
者
（
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
表
者
を
除
く
。
）
が
あ
る
場
合

は
、
代
理
人
又
は
代
表
者
の
氏
名
及
び
あ
て
名

四
　
発
明
の
名
称

五
　
当
該
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
係
る
国
際
出
願
の
国
際
出
願
番
号
及
び
国
際
出
願
日
（
第
二
十
二
条
及
び
第

二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
の
受
理
官
庁
の
名
称
）

六
　
条
約
第
十
九
条
（
１
）
又
は
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨

（
外
国
語
に
よ
る
国
際
予
備
審
査
の
請
求
の
言
語
）

第
五
十
二
条
の
二
　
法
第
十
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
外
国
語
は
、
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
係
る
国

際
出
願
が
第
十
二
条
に
定
め
る
外
国
語
で
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
外
国
語
と
す
る
。

8



（
国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
様
式
等
）

第
五
十
三
条
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書
は
、
印
刷
又
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
印
字
に
よ
る
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書
は
、
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
書
面
に
す
る
出
願
人
の
署
名
は
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
願
人
が
二
人
以
上
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
願
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
署
名
と
す
る
。

（
国
際
予
備
審
査
の
開
始
の
延
期
の
請
求
）

第
五
十
三
条
の
二
　
国
際
予
備
審
査
を
請
求
し
た
出
願
人
は
、
規
則
６
９
．
１
（
ａ
）
の
規
定
に
従
い
、
特
許
庁
長

官
に
対
し
、
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
し
た
時
に
国
際
予
備
審
査
を
開
始
す
る
よ
う
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
請
求
は
、
国
際
予
備
審
査
請
求
書
又
は
様
式
第
二
十
一
の
三
若
し
く
は
様
式
第
二
十
一
の
四
に
よ
り
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
受
理
の
年
月
日
等
の
通
知
）

第
五
十
四
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
国
際
予
備
審
査
請
求
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
受
理
の
年
月
日
を
出
願
人
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
予
備
審
査
の
請
求
が
初
め
か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
）

第
五
十
四
条
の
二
　
国
際
予
備
審
査
の
請
求
を
し
た
出
願
人
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
三
の
項
に
掲
げ

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
国
際
予
備
審
査
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
一
月
又

は
当
該
国
際
出
願
の
優
先
日
か
ら
一
年
十
月
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
伴
う
補
正
の
期
間
）

第
五
十
五
条
　
法
第
十
一
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
期
間
と
す
る
。

一
　
国
際
予
備
審
査
の
請
求
を
し
た
時
か
ら
国
際
予
備
審
査
報
告
の
作
成
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
期
間

二
　
審
査
官
が
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
指
定
し
て
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
た
場
合
に
お

け
る
当
該
指
定
し
た
期
間

三
　
審
査
官
が
、
出
願
人
の
請
求
に
よ
り
期
間
を
指
定
し
て
補
正
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
た
場
合
に
お
け
る

当
該
指
定
し
た
期
間

（
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に
つ
い
て
の
答
弁
）

第
五
十
五
条
の
二
　
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
は
、
国
際
予
備
審
査
が
請
求
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
国
際
調
査
機
関
の

見
解
書
の
内
容
が
規
則
６
６
．
２
（
ａ
）
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
規
則
６
６
．
２
（
ａ
）
の
規

定
に
よ
る
国
際
予
備
審
査
機
関
の

初
の
書
面
に
よ
る
見
解
と
み
な
す
。

２
　
出
願
人
は
、
前
項
の
国
際
予
備
審
査
機
関
の
書
面
に
よ
る
見
解
に
対
し
、
国
際
予
備
審
査
を
請
求
し
た
時
か
ら

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
定
め
る
期
間
の
満
了
ま
で
に
答
弁
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
答
弁
書
は
、
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
報
告
の
記
載
事
項
）

第
五
十
六
条
　
国
際
予
備
審
査
報
告
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
国
際
予
備
審
査
を
し
た
審
査
官
の
氏
名

を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
国
際
出
願
番
号

二
　
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
国
際
出
願
日

四
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
受
理
の
年
月
日

五
　
国
際
予
備
審
査
報
告
を
作
成
し
た
年
月
日

六
　
国
際
特
許
分
類
に
よ
る
発
明
の
属
す
る
分
野
の
分
類
の
記
号

七
　
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
発
明
の
条
約
第
三
十
三
条
（
２
）
、
（
３
）
又
は
（
４
）
に
規
定
す
る
新
規

性
、
進
歩
性
又
は
産
業
上
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
の
見
解

八
　
前
号
の
見
解
に
関
連
す
る
技
術
に
関
す
る
文
献

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

２
　
国
際
予
備
審
査
報
告
に
は
、
「
特
許
性
に
関
す
る
国
際
予
備
報
告
（
特
許
協
力
条
約
第
二
章
）
」
と
い
う
表
題
を

付
し
、
国
際
予
備
審
査
機
関
で
作
成
さ
れ
た
国
際
予
備
審
査
報
告
で
あ
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
報
告
等
の
送
付
）

第
五
十
七
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
が
国
際
予
備
審
査
報
告
を
作
成
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
予
備
審
査
報
告

及
び
そ
の
附
属
書
類
を
、
国
際
事
務
局
に
送
付
す
る
と
同
時
に
、
出
願
人
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
追
加
の
納
付
）

第
五
十
八
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
予
備
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
請
求
の

範
囲
を
減
縮
し
、
又
は
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
文
書
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
約
第
三
十
四
条
（
３
）
（
ａ
）
に
規
定
す
る
発
明
の
単
一
性
の
要
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
明
の

単
一
性
の
要
件
」
と
い
う
。
）
を
満
た
す
こ
と
と
な
る
請
求
の
範
囲
の
減
縮
の
例
示

二
　
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
金
額

三
　
国
際
出
願
が
発
明
の
単
一
性
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
理
由

（
請
求
の
範
囲
の
減
縮
等
の
様
式
）

第
五
十
九
条
　
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
請
求
の
範
囲
の
減
縮
又
は
手
数
料
の
納
付
は
、

様
式
第
二
十
二
又
は
様
式
第
二
十
二
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
報
告
に
係
る
発
明
の
区
分
方
法
）

第
六
十
条
　
法
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
は
、
納
付
さ
れ
た
手
数
料
で
充
当
し
う
る
数
の
発
明
に
つ

き
、
審
査
官
が
主
要
な
発
明
と
認
め
る
順
序
（
審
査
官
が
そ
の
順
序
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
請

求
の
範
囲
に
お
け
る
発
明
の
記
載
の
順
序
）
に
従
つ
て
手
数
料
が
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
み
な
さ
れ

た
発
明
に
係
る
部
分
を
手
数
料
の
納
付
が
あ
つ
た
発
明
に
係
る
部
分
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
の
付
与
の
事
由
）

第
六
十
一
条
　
法
第
十
三
条
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
と
す
る
。

一
　
国
際
出
願
が
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
請
求
の
範
囲
に
つ
き
法
第
十
二
条
第
二
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と

き
。

二
　
条
約
第
十
九
条
（
１
）
又
は
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
が
当
該
国
際
出
願
の
出
願
時
に
お
け
る
明
細

書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
に
記
載
し
た
事
項
の
範
囲
を
超
え
て
さ
れ
て
い
る
と
き
。

三
　
出
願
人
が
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
予
備
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
請
求
の
範
囲
を
減
縮

し
、
又
は
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
請
求
の
範
囲
を
減
縮
せ
ず
、
又
は
そ
の
命
じ
ら
れ
た
金
額
の
手
数
料
を
追
加
し
て
納

付
し
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
の
範
囲
の
う
ち
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
納
付
が
あ
つ

た
発
明
に
係
る
部
分
と
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
が
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
納
付
が
あ
つ
た
発
明
に

係
る
部
分
と
さ
れ
て
い
な
い
と
き
。

四
　
国
際
出
願
の
形
式
又
は
内
容
が
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
。

２
　
審
査
官
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
指
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
し
た
期
間
内
に
出
願

人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
一
条
の
二
　
審
査
官
は
、
出
願
人
の
請
求
に
よ
り
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
出
願
人
に
対
し
、
国
際
予

備
審
査
の
請
求
に
係
る
国
際
出
願
に
関
す
る
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
答
弁
書
の
様
式
）

第
六
十
二
条
　
法
第
十
三
条
及
び
前
条
の
答
弁
書
は
、
様
式
第
二
十
三
又
は
様
式
第
二
十
三
の
二
に
よ
り
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
不
備
の
事
由
）

第
六
十
三
条
　
法
第
十
四
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
第
五
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
。
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二
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書
が
当
該
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
係
る
国
際
出
願
の
言
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
。

三
　
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
又
は
法
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
（
法
第
十
九
条
第
一
項
後
段
の
政
令
で
こ
れ
ら
の
規
定
の
特
例
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
特

例
に
係
る
当
該
政
令
の
規
定
）
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
。

四
　
提
出
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
の
記
載
又
は
署
名
が
な
い
こ
と
（
提
出
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
提
出
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
の
氏
名
又
は
名
称
の
記
載
及
び
署
名
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

五
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
令
第
一
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
の
う
ち
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
第
五
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
出
願

人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
あ
て
名
に
限
る
。
）
又
は
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
。

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由

（
補
正
書
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
と
き
の
補
正
書
の
提
出
）

第
六
十
三
条
の
二
　
特
許
庁
長
官
は
、
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
が
あ
る
旨
の
記

載
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
補
正
書
が
当
該
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
添
付
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
期
間

を
指
定
し
て
補
正
書
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
係
る
翻
訳
文
）

第
六
十
四
条
　
特
許
庁
長
官
は
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
に
係
る
書
類
が
第
五
十
二
条
の
二
に
定
め
る

外
国
語
以
外
の
外
国
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
国
際
予
備
審
査
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
二
月
以
内
に
日
本
語
又
は
第
五
十
二
条
の
二
に
定
め
る
外
国
語
の
う
ち
一
の
言
語
に
よ
る
そ
の
翻
訳
文

を
提
出
す
る
こ
と
を
出
願
人
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条
　
削
除

（
国
際
予
備
審
査
の
開
始
の
申
出
）

第
六
十
六
条
　
国
際
予
備
審
査
の
請
求
を
し
た
出
願
人
は
、
規
則
５
３
．
９
（
ｂ
）
の
規
定
に
よ
り
、
国
際
予
備
審

査
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
国
際

予
備
審
査
の
請
求
に
係
る
条
約
第
十
九
条
（
１
）
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
の
補
正
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
国
際
予
備
審
査
の
開
始
を
求
め
る
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
様
式
第
二
十
四
又
は
様
式
第
二
十
四
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
七
条
　
削
除

第
六
十
八
条
　
削
除

（
国
際
予
備
審
査
の
請
求
の
手
続
の
補
完
等
の
期
間
）

第
六
十
九
条
　
令
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
一
月
以
上
の
期
間
で
あ
つ
て

特
許
庁
長
官
が
相
当
の
期
間
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
令
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
予
備
審
査
の
請
求
が
初
め
か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
前
ま
で
は
、
前
項
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
出
願
等
の
規
定
の
準
用
）

第
七
十
条
　
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
令
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
手
続
の
補
完
に
準
用
す

る
。

２
　
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
補
正
及
び
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基

づ
く
手
続
の
補
正
（
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
三
の
項
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付

す
べ
き
手
数
料
の
納
付
の
補
正
を
除
く
。
）
に
準
用
す
る
。

３
　
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
手
続
の
補
正
（
法
第

十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
三
の
項
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
納
付
の

補
正
に
限
る
。
）
に
準
用
す
る
。

４
　
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
国
際
予
備
審
査
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
事
項
に
準
用
す
る
。

５
　
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
五
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
の
範
囲
を
減

縮
し
又
は
手
数
料
を
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
出
願
人
の
す
る
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
条
約
第
十
七
条
（
３
）
（
ａ
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
条

約
第
三
十
四
条
（
３
）
（
ａ
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
五
十
条
の
三
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
の
規
定
は
、
塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む

国
際
出
願
に
つ
き
、
特
許
庁
長
官
が
審
査
官
に
国
際
予
備
審
査
報
告
を
作
成
さ
せ
る
と
き
に
準
用
す
る
。

第
五
章
　
雑
則

（
特
許
庁
長
官
に
よ
る
代
表
者
の
指
定
）

第
七
十
一
条
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
人
の
代
表
者
の
指
定
は
、
出
願
人
と
し
て
願
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
日
本
国
民
等
の
う
ち
、

初
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
手
続
の
補
完
等
の
特
例
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
）

第
七
十
二
条
　
法
第
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
を
当
該
各
号
に
掲
げ

る
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
後
に
執
つ
た
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
場
合
に
執
る
べ
き
手
続
　
国
際
出
願
と
し
て
提
出
さ
れ
た

書
類
が
特
許
庁
に
到
達
し
た
日

二
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
執
る
べ
き
手
続
　
国
際
出
願
日

（
発
明
の
数
の
算
定
の
方
法
）

第
七
十
三
条
　
令
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
発
明
の
数
の
算
定
は
、
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
て
い
る
発
明
を
、

一
の
発
明
が
異
な
る
二
以
上
の
区
分
に
属
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
、
一
の
発
明
又
は
規
則
第
十
三
規
則
に

規
定
す
る
一
群
の
発
明
に
該
当
す
る
二
以
上
の
発
明
に
区
分
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二

以
上
の
区
分
の
方
法
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
り
区
分
し
た
数
が
異
な
る
と
き
は
、
区
分
し
た
数
が

小
と
な
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
書
面
の
提
出
期
間
の
特
例
）

第
七
十
三
条
の
二
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
期
間

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
特
許
庁
長
官
又
は
審
査
官
の
命
令
又
は
通
知
の
書
面
の
発
送
の
日
か
ら
当
該
提
出

期
間
が
開
始
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
書
面
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
命
令
又
は
通
知
の
書
面
を
発
送
の
日
の
後
七
日
よ
り
も
遅
い
日
に
受
領
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
提

出
期
間
内
に
提
出
書
面
が
特
許
庁
に
到
達
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
旨
を

証
明
す
る
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
証
拠
に
よ
り
、
出
願
人
が
当
該
命
令
又
は
通
知
の
書
面
を
発

送
の
日
の
後
七
日
よ
り
も
遅
い
日
に
受
領
し
た
と
認
め
た
と
き
は
、
提
出
書
面
の
提
出
期
間
が
当
該
命
令
又
は
通

知
の
書
面
の
発
送
の
日
の
後
七
日
を
超
え
る
日
数
に
等
し
い
日
数
を
加
え
た
日
に
満
了
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
三
条
の
三
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
期
間

が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
規
則
８
２
の
４
．
１
（
ａ
）
に
規
定
す
る
事

由
に
よ
り
、
当
該
出
願
人
又
は
代
理
人
が
当
該
提
出
期
間
内
に
そ
の
書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
た
と
き
は
、
出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
当
該
事
由
が
な
く
な
つ
た
後
で
き
る
限
り
速

や
か
に
当
該
書
面
を
提
出
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
を
、
当
該
提
出
期
間
の
経
過
後
六
月
以
内
に
限
り
、
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
証
明
す
る
証
拠
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
出
願
人
は
、
当
該
提
出
期
間

内
に
そ
の
書
面
を
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
理
由
が
、
特
許
庁
長
官
が
証
拠
の
提
出
の
省
略
を

認
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
旨
を
、
当
該
書
面
又
は
特
許
庁
長
官
が
指
定
す
る
書
面
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
よ
り
、
出
願
人
又
は
代
理
人
が
書
面
を
そ
の
提
出

期
間
内
に
特
許
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
原
因
が
同
項
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
か
つ
、
出
願
人
が
当
該
事
由
が
な
く
な
つ
た
後
で
き
る
限
り
速
や
か
に
当
該
書
面
を
提
出
し
た
こ
と
を
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証
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
書
面
を
こ
の
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
出
願
人
又
は
代
理
人
が
書
面
を
そ
の
提
出
期
間
内
に
特
許
庁
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
原
因
が
特
許
庁
長
官
が
認
め
る
電
気
通
信
回
線
の
故
障
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
、
か
つ
、
出
願
人
が
当
該
事
由
が
な
く
な
つ
た
日
の
翌
日
に
当
該
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
特
許
庁
長
官

は
、
そ
の
書
面
を
こ
の
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
期
間
が
定
め
ら
れ
て

い
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
許
庁
長
官
は
、
規
則
８
２
の
４
．
３
（
ａ
）
の
規
定
に
よ

り
、
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
提
出
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
特
許
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
更
に
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に

よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
郵
便
物
等
の
遅
延
）

第
七
十
四
条
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
つ
て
そ
の
提
出
期
間
が
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
（
以
下
「
信
書
便
事
業
者
」
と
総
称
す
る
。
）
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書

便
」
と
い
う
。
）
の
役
務
で
あ
つ
て
当
該
信
書
便
事
業
者
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
も
の
に
よ

り
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
郵
便
又
は
信
書
便
の
遅
延
に
よ
り
当
該
提
出
期
間
内
に
そ
の
書
面
が
特
許
庁
に
到

達
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
出
願
人
は
、
当
該
提
出
期
間
の
満
了
の
日
の
五
日
前
ま
で
に
当
該
書
面
を
郵
便
又
は
信

書
便
で
発
送
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
を
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
書
面
を
航
空
扱
い
と
し
た
郵
便
又
は
信
書
便
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
航
空
扱
い
と
し
た
郵
便
又
は
信
書

便
以
外
の
方
法
に
よ
れ
ば
到
達
に
三
日
以
上
要
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
航
空
扱
い
と
し

た
郵
便
又
は
信
書
便
と
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
は
、
出
願
人
が
書
面
の
到
達
の
遅
延
を
知
つ
た
日
又
は
相
当
の
注
意
を
払
つ

た
な
ら
ば
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
日
の
後
一
月
以
内
で
あ
つ
て
当
該
書
面
の
提
出
期
間
の
満
了
の
日
の
後
六
月
以
内

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
よ
り
、
当
該
書
面
が
そ
の
提
出
期
間
内
に
特
許

庁
に
到
達
し
な
か
つ
た
原
因
が
郵
便
又
は
信
書
便
の
遅
延
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
書
面
を

当
該
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
郵
便
物
等
の
亡
失
）

第
七
十
五
条
　
前
条
の
規
定
は
、
郵
便
物
及
び
信
書
便
物
の
亡
失
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一

項
及
び
第
二
項
中
「
証
拠
」
と
あ
る
の
は
「
証
拠
、
亡
失
し
た
書
面
に
代
わ
る
新
た
な
書
面
及
び
当
該
新
た
な
書

面
が
亡
失
し
た
書
面
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
書
面
を
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
亡
失
し
た
書
面
に
代
え
て
提
出
さ
れ
た
新
た
な
書
面
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
六
条
　
削
除

（
明
ら
か
な
誤
り
の
訂
正
）

第
七
十
七
条
　
出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
て
提
出
し
た
国
際
出
願
そ
の
他
の
書
類
（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に

規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
が
国
際
調
査
を
す
る
国
際
出
願
に
あ
つ
て
は
、
願
書
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
優
先
日
か
ら
二
年
二
月
以
内
に
、
特

許
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
又
は
要
約
書
の
提
出
が
な
い
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
書
類
の
一
部
が
不

足
し
て
い
る
場
合

二
　
要
約
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
訂
正
す
る
場
合

三
　
優
先
権
の
主
張
に
係
る
事
項
に
お
い
て
優
先
日
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
る
訂
正
の
場
合

２
　
出
願
人
は
、
前
項
の
訂
正
の
請
求
に
際
し
て
、
訂
正
す
べ
き
誤
り
、
訂
正
の
提
案
及
び
必
要
な
説
明
を
、
特
許

庁
長
官
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
提
出
し
た
国
際
出
願
そ
の
他
の
書
類
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た

と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
を
す
べ
き
こ
と
を
出
願
人
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
訂
正
を
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
を
、
認
め
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
は
、
様
式
第
二
十
六
又
は
様
式
第
二
十
六
の
二
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
出
願
以
外
の
書
類
の
不
備
の
補
足
）

第
七
十
七
条
の
二
　
特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
提
出
し
た
書
類
（
願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
及
び
要

約
書
を
除
く
。
）
が
第
二
条
第
三
項
又
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
は
、
相
当
の
期

間
を
指
定
し
て
、
書
面
に
よ
り
書
類
の
不
備
の
補
足
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
不
備
の
補
足
は
、
様
式
第
二
十
六
の
三
又
は
様
式
第
二
十
六
の
四
に
よ
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
不
備
の
補
足
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
同
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
書
類
の
不
備
の
補
足
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
書
類
は
提
出
さ
れ
な
か
つ

た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
書
の
様
式
）

第
七
十
八
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
納
付
は
、
様
式
第
二
十
七
又
は
様
式
第
二
十
七
の
二

に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
出
願
手
数
料
の
金
額
）

第
七
十
九
条
　
令
第
二
条
第
三
項
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
第
十
五
規
則
に
規
定
す
る
国
際
出
願
手
数
料
と

し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
か
ら
第
二
号
に
定
め
る

金
額
を
減
額
を
し
た
金
額
と
す
る
。

一
　
国
際
出
願
に
係
る
書
類
の
用
紙
の
数
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
例
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た
事
項
を
書
類
の
用
紙
に
換
算
し
た
数
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
三
十
枚
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
三
百
三
十
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額

と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務
局
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
告
示
し
て
定
め
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
基
本
手
数
料
」
と
い
う
。
）
、
国
際
出
願
に
係
る
書
類
の
用
紙
の
数
が
三
十
枚
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

基
本
手
数
料
の
金
額
に
、
十
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際

事
務
局
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
告
示
し
て
定
め
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
超
過
手
数
料
」
と
い
う
。
）

に
三
十
枚
を
超
え
る
用
紙
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

二
　
国
際
出
願
を
特
例
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
つ
た
場
合
に
は
、

三
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務
局
と
の
合
意
に
基
づ

い
て
告
示
し
て
定
め
た
金
額

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
日
本
語
で
国
際
出
願
を
す
る
場
合
に
お
け
る
基
本
手
数
料
、
超
過
手
数
料
及
び
前
項

第
二
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

一
　
特
許
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
六
号
）
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
　
二
分
の
一

二
　
特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
　
三
分
の
一

三
　
特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
六
号
に
該
当
す
る
者
　
四
分
の
一

３
　
日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
出
願
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
お
け
る
基
本
手
数
料
、
超
過
手
数
料
及
び
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
金
額
に
相

当
す
る
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
共
有
者
ご
と
に
こ
れ
ら
の
金
額
に
相
当
す
る
額
に
そ
の
持
分

の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

４
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
本
手
数
料
、
超
過
手
数
料
及
び
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す

る
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

（
国
際
出
願
手
数
料
の
返
還
）

第
七
十
九
条
の
二
　
国
際
出
願
の
原
本
が
国
際
事
務
局
に
送
付
さ
れ
る
前
に
当
該
国
際
出
願
に
つ
い
て
法
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
認
定
が
さ
れ
ず
、
若
し
く
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
決
定
が
さ
れ
、
又
は
当
該
国
際
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出
願
の
取
下
げ
が
さ
れ
た
と
き
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
三
の
項
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規

定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
手
数
料
の
う
ち
、
前
条
に
定
め
る
金
額
を
出
願
人
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
に
係
る
調
査
手
数
料
の
金
額
）

第
八
十
条
　
令
第
二
条
第
四
項
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
第
十
六
規
則
に
規
定
す
る
調
査
手
数
料
と
し
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
が
規
則
１
６
．
１
（
ａ
）
の

規
定
に
基
づ
き
要
求
す
る
調
査
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長
官
が
国
際
事
務

局
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
告
示
す
る
金
額
と
す
る
。

（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
に
係
る
調
査
手
数
料
の
返
還
）

第
八
十
条
の
二
　
調
査
用
写
し
が
国
際
調
査
機
関
に
送
付
さ
れ
る
前
に
当
該
国
際
出
願
に
つ
い
て
法
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
認
定
が
さ
れ
ず
、
若
し
く
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
決
定
が
さ
れ
、
又
は
当
該
国
際
出
願

の
取
下
げ
が
さ
れ
た
と
き
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
二
の
項
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に

よ
り
納
付
さ
れ
た
手
数
料
の
う
ち
、
前
条
に
定
め
る
金
額
を
出
願
人
の
請
求
に
よ
り
返
還
す
る
。

（
取
扱
手
数
料
の
金
額
）

第
八
十
一
条
　
令
第
二
条
第
五
項
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
第
五
十
七
規
則
に
規
定
す
る
取
扱
手
数
料
と
し

て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
二
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
相
当
す
る
本
邦
通
貨
の
金
額
と
し
て
特
許
庁
長

官
が
国
際
事
務
局
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
告
示
し
て
定
め
た
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
取
扱
手
数
料
」
と

い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
国
際
予
備
審
査
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お

け
る
取
扱
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
金
額
に
次
の
各
号

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

一
　
特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
　
二
分
の
一

二
　
特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
　
三
分
の
一

三
　
特
許
法
施
行
令
第
十
条
第
六
号
に
該
当
す
る
者
　
四
分
の
一

３
　
日
本
語
で
さ
れ
た
国
際
出
願
が
前
項
各
号
に
定
め
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
場
合
で
あ
つ
て
持
分
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
自
己
の
国
際
出
願
に
つ
い
て
納
付
す
べ
き
取
扱
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
額

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
共
有
者
ご
と
に
取
扱
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
額
に
そ
の
持
分
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

４
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
取
扱
手
数
料
の
金
額
に
相
当
す
る
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

（
取
扱
手
数
料
の
返
還
）

第
八
十
一
条
の
二
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書
が
国
際
事
務
局
に
送
付
さ
れ
る
前
に
条
約
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

国
際
予
備
審
査
の
請
求
が
取
り
下
げ
ら
れ
、
又
は
規
則
５
４
．
４
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
三
の
項
に
掲
げ
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
手
数
料
の
う
ち
、
前
条
に
定
め
る
金
額
を
出
願
人
の
請
求
に
よ
り
返
還

す
る
。

（
手
数
料
）

第
八
十
二
条
　
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

金
額

一
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
書
類
の
送
付
又
は
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
千

四
百
円

二
第
二
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
先
の
調
査
の
結
果
の
写
し
の
送
付
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
千

七
百
円

三
第
十
一
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
謄
本
の
交
付
又
は
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
国
際
出
願
に
係
る

事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交
付
を
請
求
す
る
者

一
件
に
つ
き
千

四
百
円

２
　
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
四
項
、
第
八
項
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

納
付
す
べ
き
手
数
料
に
準
用
す
る
。

３
　
特
例
法
第
十
四
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

４
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
係
る
申
出
は
、
手
続
に
係
る
書
面

に
、
予
納
台
帳
番
号
及
び
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
の
請
求
に
際
し
て
の
申

出
は
、
手
続
に
係
る
書
面
に
、
返
還
に
代
え
て
予
納
額
へ
の
加
算
を
求
め
る
旨
、
予
納
台
帳
番
号
及
び
返
還
請
求

し
よ
う
と
す
る
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
の
申
出
は
、
手
続
に
係
る
書

面
に
、
振
替
番
号
及
び
納
付
し
よ
う
と
す
る
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
例
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
の
申
出
は
、
手
続
に
係
る
書

面
に
、
指
定
立
替
納
付
者
に
よ
る
納
付
で
あ
る
旨
及
び
納
付
し
よ
う
と
す
る
手
数
料
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
持
分
の
記
載
等
）

第
八
十
三
条
　
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
一
の
項
第
四
欄
及
び
三
の
項
第
四
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
（
第
七
十
九
条
第
二
項
各
号
及
び
第
八
十
一
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
各
共
有
者
の
持
分
の
割
合
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
持

分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
証
明
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
特

許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
第
四
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合

を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
持
分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

証
明
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
二
項

（
同
項
の
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
（
軽
減
を

受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
願
書
若
し
く
は
国
際
予
備
審
査
請
求
書
に
国
以
外
の

者
の
持
分
の
割
合
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
す
る
か
又
は
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
様
式
に
国
以
外
の
者
の
持
分

の
割
合
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
持
分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
証
明
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を

省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
八
条
第
四
項
に

規
定
す
る
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合

を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
持
分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

証
明
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
は
、
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
様
式
に
国
以
外
の
者
の
持
分
の
割
合
を
記

載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
持
分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
証
明

す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

６
　
法
第
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
二
項

（
同
項
の
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
（
軽
減
を

受
け
る
者
を
含
む
者
の
共
有
に
係
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
令
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
書
に
各
共
有
者
の
持
分

の
割
合
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
持
分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
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し
、
当
該
証
明
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を

省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
軽
減
申
請
書
の
様
式
等
）

第
八
十
四
条
　
令
第
四
条
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に

よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
一
の
項
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

（
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
軽
減
を
受
け
る
場
合
　
様
式
第
三
十

二
　
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
項
の
表
三
の
項
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

（
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
軽
減
を
受
け
る
場
合
　
様
式
第
三
十
一

２
　
申
請
人
は
、
前
項
の
申
請
書
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
と
同
時
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
　
願
書

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
　
国
際
予
備
審
査
請
求
書

３
　
第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
人
が
署
名
を
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

（
手
数
料
に
係
る
申
告
等
）

第
八
十
四
条
の
二
　
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
特
許
法
施
行
令
第
十
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
願
書
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
許
庁
長
官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
申
告
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二
　
申
告
に
係
る
発
明
の
国
際
出
願
の
表
示

２
　
前
項
の
規
定
は
、
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項

中
「
願
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
予
備
審
査
請
求
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
添
付
書
面
）

第
八
十
五
条
　
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
に
規
定
す
る
申
請
書
に
添
付
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面

は
、
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
第
七
十
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
許
庁
長
官
が
同
書
面
の
添
付
の
必
要
が
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
特
許
法
施
行
令
第
十
条
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
て
特
許
法
施
行
規
則
第
七
十
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る

者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
許
庁
長

官
が
そ
の
提
出
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
の
規
定
は
法
第
三
章
の
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
、
第
四
章
の
規
定
は
法
第
四
章
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
附
則
第
三
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
信
書
便
の
役
務
）

第
二
条
　
令
附
則
第
三
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
信
書
便
の
役
務
は
、
信
書
便
物
を
引
き
受
け
た
後
、

速
や
か
に
、
当
該
信
書
便
物
に
通
信
日
付
印
を
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
一
日
通
商
産
業
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
様
式
第
七
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定

は
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
七
月
一
六
日
通
商
産
業
省
令
第
五
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国

際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
六
十
三
条
第
五
号
、
様

式
第
七
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
三
並
び
に
様
式
第
二
十
一
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

２
　
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ

た
国
際
出
願
日
が
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
二
号
の
改
正

規
定
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
指
定
手
数
料
が
納
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
同
号

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
九
月
一
七
日
通
商
産
業
省
令
第
三
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
中
第
五
十
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
十
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
様
式
第
八
備
考
６
中
微
生
物
へ
の
言
及
を

行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
部
分
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
及
び
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
三
日
通
商
産
業
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
九
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
の
願
書

の
様
式
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
〇
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
一
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
九
日
通
商
産
業
省
令
第
九
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
月
一
四
日
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
二
九
日
通
商
産
業
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
通
商
産
業
省
令
第
四
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
施
行
規
則
、
実
用
新
案
法
施
行
規
則
、
意
匠
法
施
行
規
則
、
商
標

法
施
行
規
則
又
は
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
七
月
一
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
二
日
通
商
産
業
省
令
第
九
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く

国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ

た
国
際
出
願
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
中
特
許
協
力
条
約
に
基
づ

く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
第
三
十
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
は
適
用
し
な
い
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
一
三
日
通
商
産
業
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
の
日

（
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
一
一
日
通
商
産
業
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
月
三
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
八
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
二
九
日
通
商
産
業
省
令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
及
び
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
二
七
日
通
商
産
業
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
七
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
一
一
日
通
商
産
業
省
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
特
許
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
及
び
国
際
出
願
（
こ

の
省
令
の
施
行
日
後
に
さ
れ
た
特
許
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
で
あ
っ
て
、
特
許
法
第
四
十
四
条
第
二
項
（
同

法
第
四
十
六
条
第
六
項
及
び
実
用
新
案
法
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
実
用
新
案
法

第
十
条
第
三
項
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
平
成
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
法
第
四
十
四
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
六
項
及

び
平
成
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
実
用
新
案
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
第
八
条
第
三
項
、
特

許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
改

正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
昭
和
六
十
年
旧
特
許
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
五
条
第
六
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
第
四
項
（
昭
和
六
十
年
旧
特
許
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
（
昭
和
六

十
年
旧
特
許
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
実
用
新
案
法
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
昭
和
六
十
年
旧
実
用
新
案
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
昭

和
六
十
年
旧
実
用
新
案
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
昭
和
六
十
年
旧
特
許
法
第
百
六
十

一
条
の
三
第
一
項
（
昭
和
六
十
年
旧
実
用
新
案
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
昭
和

六
十
年
旧
実
用
新
案
法
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
平
成
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も

の
を
除
く
。
）
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
特
許
法
施
行
規
則
、
改
正
前
の
実
用
新
案
法
施
行
規
則
、

改
正
前
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
改
正
前
の
工
業
所
有
権
に
関
す

る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
特
例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の

規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
特
例
法
施
行
規
則
第

十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
中
「
通
商
産
業
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
済
産
業
省

令
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
二
九
日
通
商
産
業
省
令
第
八
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
六
日
通
商
産
業
省
令
第
五
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
特
許
出
願
、
実
用
新
案
登
録
出
願
又
は
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
国
際
予
備
審
査
の
請
求
が
さ
れ
る
国

際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
通
商
産
業
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
五
日
通
商
産
業
省
令
第
九
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
第
八
十
九
規
則
の
三
が
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
ロ
中
「
十
一
」
を

「
十
」
に
改
め
る
改
正
規
定
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
ロ
中
「
十
一
」
を
「
十
」

に
改
め
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
当
該
受
理
の
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
一
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
一
二
日
通
商
産
業
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
通
商
産
業
省
令
第
一
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
当
該
受
理
の
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く

国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
通
商
産
業
省
令
第
三
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
二
日
通
商
産
業
省
令
第
四
〇
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
当
該
受
理
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に

手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際

出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
二
月
二
七
日
経
済
産
業
省
令
第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日
経
済
産
業
省
令
第
二
四
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
当
該
受
理
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に

手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以

下
「
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
条

第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
五

十
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
五
条
の
二
、
第
五
十
六
条
第
二
項
、
第
七
十
八

条
の
二
、
第
七
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す
る
国
際
出
願

に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
二
号
の
規
定
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
後
に
す
る
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
国
際
予
備
審
査
の
請

求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
前
に
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願

（
同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
新
実
用
新
案
登
録
出
願
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
国
際
出
願

法
施
行
規
則
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
手
数
料
の
額
及
び
そ
れ
ら
の
手
数
料
の
納
付
の
補
正
並
び
に
手
数
料
の
一
部
返
還
に
つ
い
て
は
、
新
国
際
出

願
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
及
び
第
八
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
日
経
済
産
業
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
二
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
二
四
日
経
済
産
業
省
令
第
二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下

「
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す
る
国
際
出

願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第
五
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す
る
国
際
予
備
審
査
の
請
求

に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
三
日
経
済
産
業
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際

出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
特
許

協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一

日
以
後
に
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規

定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
四
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
第
一

号
イ
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
経
済
産
業
省
令
第
九
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四

十
五
条
か
ら
第
四
十
五
条
の
四
ま
で
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
す
る
追
加
手
数

料
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
三
五
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る

法
律
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
（
以
下

「
国
際
出
願
日
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
で
あ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
国
際
出
願
日

が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
五
十
条
の
三
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
並
び
に
第
七
十
条
第

五
項
の
規
定
並
び
に
新
規
則
様
式
第
十
五
の
備
考
１
及
び
４
（
配
列
表
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
様
式
第
十
五
の

二
の
備
考
１
及
び
２
（
配
列
表
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
様
式
第
二
十
六
の
備
考
２
並
び
に
様
式
第
二
十
六
の
二

の
備
考
２
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
八
十
条
第
一
号
イ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際

出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手

数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
一
日
経
済
産
業
省
令
第
七
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
二
十
一
及
び
様
式
第
二
十
一
の
二
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国

際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
五
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三

条
の
三
の
規
定
は
、
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
提
出
期

間
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
出
期
間
の
満
了
の
日
か
ら
六
月
の
期
間

が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
満
了
す
る
書
面
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
国
際
出
願
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ

り
特
許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
提
出
期
間
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
提
出
期
間
の
満
了
の
日
か
ら
六
月
の
期
間
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
満
了
す
る
場
合
に

お
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
拠
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
様
式
第
七
及
び
様
式
第

七
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規

定
（
様
式
第
七
及
び
第
七
の
二
は
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ

の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
一
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
条
の
規
定
（
特
許
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
」
の
下
に

「
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
、
「
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者

へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
十
二
号
）
」
の
下
に
「
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
」
を

加
え
、
「
若
し
く
は
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）
第
五
十
七
条
」
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
第
六
十
九
条
第
四
項
中
「
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す

る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
」
を
加

え
、
「
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
五
十
六
条
」
を
削
る
改
正
規
定
、

同
令
様
式
第
４
４
備
考
６
中
「
第
３
１
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
法
第
１
９
５
条
の
２
」
の
下
に
「
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
、
「
、
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者

へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
第
８
条
第
２
項
若
し
く
は
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
産
業
活
力
の

再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
５
７
条
」
を
削
る
改
正
規
定
、
同
備
考
中
「
「
特
許
法
第

１
９
５
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
料
の
１
／
２
軽
減
（
免
除
）
」
」
の
下
に
「
、
「
大
学
等
に
お
け
る
技
術

に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求

料
の
１
／
２
軽
減
」
」
を
加
え
、
「
、
「
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
５
７

条
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
料
の
１
／
２
軽
減
」
」
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
様
式
第
６
９
備
考
７
中
「
、
大
学

等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
第
８
条
第

１
項
若
し
く
は
」
を
加
え
、
「
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
５
６
条
」

を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
備
考
中
「
「
特
許
法
第
１
０
９
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
１
／
２
軽
減
」
」
の
下
に

「
、
「
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
１
／
２
軽
減
」
」
を
加
え
、
「
、
「
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す

る
特
別
措
置
法
第
５
６
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
１
／
２
軽
減
」
」
を
削
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
条
の

規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
１
９
備
考

７
中
「
、
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事
業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
下

に
「
第
８
条
第
１
項
若
し
く
は
」
を
加
え
、
「
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
１
３
１
号
）
第
５
６
条
」
を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
備
考
中
「
「
特
許
法
第
１
０
９
条

の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
１
／
２
軽
減
」
」
の
下
に
「
、
「
大
学
等
に
お
け
る
技
術
に
関
す
る
研
究
成
果
の
民
間
事

業
者
へ
の
移
転
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
１
／
２
軽
減
」
」
を
加
え
、
「
、

「
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
５
６
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
料
の
１
／
２

軽
減
」
」
を
削
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
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（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
次

項
に
お
い
て
「
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に

す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
十
三
項
の
規
定

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
返
還
の
請
求
が
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
二
日
経
済
産
業
省
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七

十
九
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条

の
四
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
三
日
経
済
産
業
省
令
第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一

条
の
二
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
表
第
二
号
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
経
済
産
業
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
九
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
二
月
一
二
日
経
済
産
業
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
一
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
三
条
の

二
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
す
る
国
際
予

備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
二
五
日
経
済
産
業
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以

下
「
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
七
十
三
条
の
三
第
三
項
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
以
後

に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
第
七
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特

許
庁
に
提
出
す
る
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
提
出
期
間
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
提
出
期
間
が
施
行
日
以
後
に
満
了
す
る
書
面
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
満
了
す
る
書
面
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様

式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
六
日
経
済
産
業
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
七
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
令
和
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
一
五
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五

十
条
の
三
、
第
七
十
条
第
六
項
及
び
第
七
十
九
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
十
三

条
の
三
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
特
許
庁
に
提
出
す
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る
書
面
で
あ
っ
て
そ
の
提
出
期
間
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
出
期
間

が
施
行
日
以
後
に
満
了
す
る
書
面
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
満
了
す
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規

定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
す
る
国
際
出
願
及
び

国
際
予
備
審
査
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
国
際
出
願
及
び
国
際
予
備
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
六
日
経
済
産
業
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
一
三
日
経
済
産
業
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二

十
八
条
の
三
の
規
定
は
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
２
．
４
（
ａ
）
に
規
定
す
る
優
先
期
間
を
経
過
し
た
日
が
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
経
過
し
た
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
八
日
経
済
産
業
省
令
第
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
調
整
規
定
）

２
　
こ
の
省
令
及
び
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
工
業
所
有
権
に
関
す
る

手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
は
、

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、
次
い
で
こ
の
省
令
に
よ
っ
て
改
正

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
１
（
第
６
条
関
係
）

様式第1（第6条関係）（昭56通産令58・平4通産令42・平15経産令153・平16経産令61・平19経産令26・令元経産令17・令2経産令92・一部改正） 代理人（代表者）選任届 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3届出の内容 選任した代理人（代表者） 氏名（名称） あて名 4代理人 氏名（署名：） あて名 5添付書類の目録 代理人（代表者）の選任を証明する書面1通 （通） 〔備考〕 1用紙は、日本産業規格A列4番（横21㎝、縦29．7㎝）の大きさとし、可撓性のある、丈夫な、白色の、滑らかな、光沢のない、耐久性のあるものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には、不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。 2用紙には、しわ及び裂け目があつてはならない。 3余白は、少なくとも用紙の上端、右端及び下端におのおの2㎝並びに左端に2．5㎝をとるものとし、原則としてその上端及び左端についてはおのおの4㎝並びにその右端及び下端についてはおのおの3㎝を超えないものとする。この場合において、余白は、完全な空白としておくこととする。ただし、上端の余白の左隅であつて上端から1．5㎝以内に書類記号（願書に記載されている場合に限る。）を付すことができる。 4届出書は、タイプ印書又は印刷によるものとし、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクロフィルムによつて直接に任意の部数の複製をすることができるように作成する。 5届出書のすべての用紙には、アラビア数字により1から始まる連続番号を用紙（余白部分を除く。）の上端又は下端の中央に付する。 6タイプ印書による場合において、行の間隔は、少なくとも5㎜以上をとる。ただし、備考12、15においてローマ字を用いるときは1．5文字の幅をとる。 7記載事項は、10ポイントから12ポイントまでの大きさの文字（備考12、15においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが縦0．28㎝以上の文字）により、かつ、暗色の退色性のない色であつて備考4に定める要件を満たすもので記載する。 8「国際出願の表示」の欄には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT／JP〇〇〇〇／〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇．〇〇．〇〇〇〇提出の国際出願」のように記載するとともに、書類記号（願書に記載されている場合に限る。）を併せて記載する。 9「氏名（名称）」は、自然人にあつては姓及び名を姓、名の順に記載し、また、法人にあつてはその名称を記載する。 10「あて名」は、「日本国、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載するとともに、郵便番号を記載する。 11「あて名」は、出願人、代表者又は代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する。 12氏名若しくは名称又はあて名には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。 13「国籍」は、出願人又は代表者がその国民である国の国名を記載する。 14「住所」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。 15国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。 16国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する代理人の選任を届け出るときは、「届出の内容」の次に「代理権の範囲」の欄を設けて、その旨を記載する。 17「代理人」の欄には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」又は「法定代理人」のうち該当するものを記載する。 18代理人によるときは本人の署名は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の欄を設けるには及ばない。 19「代理人（代表者）の選任を証明する書面」は、なるべく次の文例により作成する。 （文例） 代理人（代表者）選任証 日付・・ 代理人（代表者）殿 出願人（署名：） 下記の国際出願に関する手続については、貴殿を代理人（代表者）に選任したことに相違ありません。 記 国際出願の表示 20各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。 21届出書の用紙は、容易に分離し又はとじ直すことができるように例えばクリツプ等を用いてとじる。 
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様
式
第
１
の
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第1の2（第6条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平15経産令153・平19経産令26・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFPOWEROFATTORNEY To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent（CommonRepresentative）Appointed Name： Address： 4Agent Name：Signature Address： 5ListofAttachedDocuments certificateofpowerofattorney：1copy （） 〔備考〕 1タイプ印書による場合において、行の間隔は、1．5文字の幅とする。 2記載事項は、大文字の大きさが縦0．28㎝以上の文字のタイプ印書又は印刷により、暗色の退色性のない色で、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクロフィルムによつて直接に任意の部数の複製をすることができるように記載する。 3「IdentificationoftheInternationalApplication」の欄には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT／JP〇〇〇〇／〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、その国際出願の提出日を日月年の順に「InternationalApplicationfiledon〇〇．〇〇．〇〇〇〇」のように記載するとともに、書類記号（願書に記載されている場合に限る。）を併せて記載する。 4「Address」は、「4‐3，Kasumigaseki3‐chome,Chiyoda‐ku,TOKYO 100―0013JAPAN」のように詳しく記載する。 5国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を英語により表示する。 6国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する代理人の選任を届け出るときは、「AgentAppointed」の次に「ScopeofpowerofAttorney」の欄を設けて、その旨を記載する。 7「Agent」の欄には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「Attorneyatlaw」、「Patentattorney」又は「Legalrepresentative」のうち該当するものを記載する。 8代理人によるときは本人の署名は不要とし、代理人によらないときは「Agent」の欄を設けるには及ばない。 9「certificateofpowerofattorney」は、なるべく次の文例により作成する。 （文例） PowerofAttorney I／We， doherebyappoint asmy／ouragent（commonrepresentative），toactforme／usinallproceedingsconcerningthefollowingInternationalApplication.IdentificationoftheInternationalApplication, Date，．． Signature 10その他は、様式第1の備考1から5まで、9、11、13及び14、20及び21と同様とする。 

 

20



様
式
第
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第2（第6条関係）（平4通産令42・令2経産令92・一部改正） 代理人（代表者）解任届 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3届出の内容 解任した代理人（代表者） 氏名 あて名 4代理人 氏名（署名：） あて名 5添付書類の目録 代理人（代表者）の解任を証明する書面1通 （通） 〔備考〕 1代理人（代表者）が辞任を届け出るときは、表題を「代理人（代表者）辞任届」とし、「解任した代理人（代表者）」を「辞任した代理人（代表者）」とする。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する代理人の解任又は辞任を届け出るときは、「届出の内容」の次に「代理権の範囲」の欄を設けて、その旨を記載する。 3その他は、様式第1の備考1から15まで、17、18、20及び21と同様とする。  

様
式
第
２
の
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第2の2（第6条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFREVOCATIONOFPOWEROF ATTORNEY To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent（CommonRepresentative）Withdrawn Name： Address： 4Agent Name：Signature Address： 5ListofAttachedDocuments certificateofrevocationofpowerofattorney：1copy （） 〔備考〕 1代理人（代表者）が辞任を届け出るときは、表題を「NOTIFICATIONOFRENUNCIATIONOFPOWEROFATTORNEY」とし、「Agent（CommonRepresentative）Withdrawn」を「Agent（CommonRepresentative）Resigned」とする。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する代理人の解任又は辞任を届け出るときは、「Agent（CommonRepresentative）Withdrawn（Resigned）」の次に「ScopeofpowerofAttorney」の欄を設けて、その旨を記載する。 3その他は、様式第1の備考1から5まで、9、11、13、14、20及び21並びに様式第1の2の備考1から5まで、7及び8と同様とする。  
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係
）

様式第2の3（第6条の2関係）（平4通産令42・追加、令2経産令92・一部改正） 復代理人選任届 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称） あて名 国籍 住所 3届出の内容 選任した復代理人 氏名 あて名 4代理人 氏名（署名：） あて名 5復代理人 氏名（署名：） あて名 6添付書類の目録 復代理人の選任を証明する書面1通 （通） 〔備考〕 1「あて名」は出願人、代表者、代理人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する復代理人の選任を届け出るときは、「届出の内容」の次に「復代理人の代理権の範囲」の欄を設けて、その旨を記載する。 3「復代理人」の欄には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを記載する。 4復代理人によるときは代理人の署名は不要とし、復代理人によらないときは「復代理人」の欄を設けるには及ばない。 5その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、19から21と同様とする。  

様
式
第
２
の
４
（
第
６
条
の
２
関
係
）

様式第2の4（第6条の2関係）（平4通産令42・追加、令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFPOWEROFATTORNEY（SUB‐ AGENT） To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Sub‐AgentAppointed Name： Address： 4Agent Name：Signature Address： 5Sub‐Agent Name：Signature Address： 6ListofAttachedDocuments certificateofpowerofattorney：1copy （） 〔備考〕 1国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する復代理人の選任を届け出るときは、「Sub‐AgentAppointed」の次に、「ScopeofpowerofAttorney」の欄を設けて、その旨を記載する。 2「Sub‐Agent」の欄には、その氏名の記載に併せて、その氏名の前に「Attorneyatlaw」又は「Patentattorney」のうち該当するものを記載する。 3復代理人によるときは代理人の署名は不要とし、復代理人によらないときは「Sub‐Agent」の欄を設けるには及ばない。 4その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8並びに様式第2の3の備考1と同様とする。  
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係
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様式第2の5（第6条の2関係）（平4通産令42・追加、令2経産令92・一部改正） 復代理人解任届 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3届出の内容 解任した復代理人 氏名 あて名 4代理人 氏名（署名：） あて名 5添付書類の目録 復代理人の解任を証明する書面1通 （1通） 〔備考〕 1復代理人が辞任を届け出るときは、表題を「復代理人辞任届」、「解任した復代理人」を「辞任した復代理人」とする。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、「届出の内容」の次に「代理権の範囲」の欄を設けて、その旨を記載する。 3その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。  

様
式
第
２
の
６
（
第
６
条
の
２
関
係
）

様式第2の6（第6条の2関係）（平4通産令42・追加、令元経産令38・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFREVOCATIONOFPOWEROF ATTORNEY（SUBAGENT） To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3SubAgentWithdrawn Name： Address： 4Agent Name：Signature Address： 5ListofAttachedDocuments certificateofpowerofattorney：1copy （） 〔備考〕 1復代理人が辞任を届け出るときは、表題を「NOTIFICATIONOFRENUNCIATIONOFPOWEROFATTORNEY（SUBAGENT）」とし「SubAgentWithdrawn」の欄を「SubAgentResigned」とする。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、「SubAgentWithdrawn（Resigned）」の次に「ScopeofPowerofAttorney」の欄を設けてその旨を記載する。 3その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  
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様
式
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２
の
７
（
第
６
条
の
３
関
係
）

様式第2の7（第6条の3関係）（昭55通産令33・追加、昭56通産令58・一部改正、昭60通産令33・旧様式第2の2繰下、平4通産令42・旧様式第2の3繰下・一部改正、令2経産令92・一部改正） 包括委任状提出書 特許庁長官殿 1委任をした者 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 2選任した（復）代理人 氏名 あて名 3（復）代理人 氏名（署名：） あて名 4添付書類の目録 （復）代理人の選任を証明する書面1通 （通） 〔備考〕 1委任をした者が代理人であるときは、「国籍」及び「住所」の欄を設けるには及ばない。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する包括委任状を寄託するときは、「届出の内容」の次に「寄託機関」の欄を設けて、その旨を記載する。 3「（復）代理人の選任を証明する書面」は、なるべく次の文例により作成する。 （文例） （復）代理人選任証 日付．． 殿 氏名（名称）（署名：） すべての国際出願に関する手続について、貴殿を（復）代理人に選任したことに相違ありません。 4その他は、様式第1の備考1から7まで、9、10、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。 
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様
式
第
２
の
８
（
第
６
条
の
３
関
係
）

様式第2の8（第6条の3関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・一部改正、平4通産令42・旧様式第2の4繰下・一部改正、令2経産令92・一部改正） SUBMISSIONOFGENERALPOWEROFATTORNEY To：CommissionerofthePatentOffice 1PersonAppointingAgent Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 2Agent（Sub-Agent）Appointed Name： Address： 3Agent（Sub-Agent） Name：Signature Address： 4ListofAttachedDocuments certificateofgeneralpowerofattorney：1copy （） 〔備考〕 1委任をした者が代理人であるときは、「Countryofnationality」及び「Countryofresidence」の欄を設けるには及ばない。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する包括委任状を寄託するときは、「Agent（Sub-Agent）Appointed」の次に「DepositaryAuthority」の欄を設けて、その旨を記載する。 3「certificateofgeneralpowerofattorney（sub-agent）」は、なるべく次の文例により作成する。 （文例） GeneralPowerofAttorney（Sub-Agent） I／We, doherebyappoint asmy／ouragent（sub-agent），toactforme／usinproceedingconcerningallofmy／ourInternationalApplications. Date,・・ Signature 4その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1、2、4、5、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。 
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様
式
第
２
の
９
（
第
６
条
の
３
関
係
）

様式第2の9（第6条の3関係）（昭55通産令33・追加、昭60通産令33・旧様式第2の3繰下、平4通産令42・旧様式第2の5繰下・一部改正、令2経産令92・一部改正） 包括（復）代理人解任届 特許庁長官殿 1委任をした者（出願人） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 2届出の内容 解任した（復）代理人 氏名 あて名 3（復）代理人 氏名（署名：） あて名 4添付書類の目録 （復）代理人の解任を証明する書面1通 （通） 〔備考〕 1（復）代理人が辞任を届け出るときは、表題を「包括（復）代理人辞任届」とし、「解任した（復）代理人」を「辞任した（復）代理人」とする。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する包括（復）代理人の解任又は辞任を届け出るときには、「届出の内容」の次に「寄託機関」の欄を設けて、その旨を記載する。 3その他は、様式第1の備考1から7まで、9、10、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第2の7の備考1と同様とする。  

様
式
第
２
の
１
０
（
第
６
条
の
３
関
係
）

様式第2の10（第6条の3関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・一部改正、平4通産令42・旧様式第2の6繰下・一部改正、令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFREVOCATIONOFGENERAL POWEROFATTORNEY（SUBAGENT） To：CommissionerofthePatentOffice 1PersonAppointingAgent Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 2Agent（SubAgent）Withdrawn Name： Address： 3Agent（SubAgent） Name：Signature Address： 4ListofAttachedDocuments certificateofrevocationofgeneralpowerofattorney：1copy （） 〔備考〕 1（復）代理人が辞任を届け出るときは、表題を「NOTIFICATIONOFRENUNCIATIONOFGENERALPOWEROFATTORNEY（SUBAGENT）」とし、「Agent（SubAgent）Withdrawn」を「Agent（SubAgent）Resigned」とする。 2国際調査機関又は国際予備審査機関のみに対する包括（復）代理人の解任又は辞任を届け出るときには、「Agent（SubAgent）Withdrawn（Resigned）」の次に「DepositaryAuthority」の欄を設けて、その旨を記載する。 3その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1、2、4、5、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第2の8の備考1と同様とする。  
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式
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３
（
第
９
条
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係
）

様式第3（第9条関係）（平28経産令36・全改、令2経産令92・一部改正） 【書類名】氏名（名称）変更届 【あて先】特許庁長官殿 【国際出願の表示】 【国際出願番号】 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【氏名又は名称を変更した者】 【事件との関係】 【旧氏名又は名称（日本語）】 【旧氏名又は名称（英語）】 【新氏名又は名称（日本語）】 【新氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 〔備考〕 1タイプ印字による場合において、行の間隔は、少なくとも5㎜以上をとる。ただし、備考8又は11においてローマ字を用いるときは、1．5文字の幅をとる。 2記載事項は、10ポイントから12ポイントまでの大きさの文字（備考8又は11においてローマ字を用いるときは、大文字の大きさが縦0．28㎝以上の文字）により、かつ、暗色の退色性のない色であつて様式第1の備考4に定める要件を満たすもので記載する。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない（欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。）。 3「【国際出願の表示】」の欄の「【国際出願番号】」には、既に特許庁から国際出願番号の通知を受けている場合には、その番号を「PCT／JP〇〇〇〇／〇〇〇〇〇〇」のように記載し、国際出願番号の通知を受ける前の場合には、「【国際出願番号】」を「【国際出願日】」とし、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇．〇〇．〇〇〇〇」のように記載し、「【国際出願日】」の次に「【書類記号】」の欄を設けて、書類記号（願書に記載されている場合に限る。）を併せて記載する。 4第6条の規定により選任された代表者が手続を行うときは、「【出願人】」を「【代表者】」とし、当該代表者を記載する。 5「【識別番号】」は、なるべく記載するものとし、記載しないときは「【識別番号】」の欄は設けるには及ばない。 6「【氏名又は名称（日本語）】」は、自然人にあつては姓及び名を姓、名の順に記載し、その横に署名をする。法人にあつてはその名称を記載し、その横に法人の代表者の署名をする。 7「【あて名（日本語）】」は、「何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号」のように詳しく記載する。 8「【氏名又は名称（英語）】」及び「【あて名（英語）】」には、これらの音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて記載する。 9「【国籍】」は、出願人又は代表者がその国民である国の国名を記載する。 10「【住所】」は、出願人又は代表者がその居住者である国の国名を記載する。 11国名を記載する場合においては、特許庁長官が指定する国の名称を日本語及び英語により表示する。 12「【事件との関係】」の欄には、「出願人」、「発明者」、「代理人」のように、氏名（名称）を変更した者と国際出願との関係を記載する。氏名（名称）を変更した者が、出願人であつて発明者である場合は、「出願人及び発明者」と、代表者である場合には、「出願人及び共通の代表者」と記載する。 13「【出願人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 14「【氏名又は名称を変更した者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、氏名又は名称を変更した者が出願人以外の者であるときは、「【国籍】」及び「【住所】」の欄は設けるには及ばない。 【氏名又は名称を変更した者】 【事件との関係】 【旧氏名又は名称（日本語）】 【旧氏名又は名称（英語）】 【新氏名又は名称（日本語）】 【新氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【氏名又は名称を変更した者】 【事件との関係】 【旧氏名又は名称（日本語）】 【旧氏名又は名称（英語）】 【新氏名又は名称（日本語）】 【新氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 15「【代理人】」の欄の「【弁理士】」には、「【弁理士】」、「【弁護士】」又は「【法定代理人】」のうち該当するものを記載する。 16代理人によるときは本人の署名は不要とし、代理人によらないときは「【代理人】」の欄を設けるには及ばない。 17「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 18復代理人によるときは「【代理人】」の欄の次に「【復代理人】」の欄を設けて、その欄に「（【識別番号】）」、「【弁理士】」、「【氏名又は名称（日本語）】」、「【氏名又は名称（英語）】」、「【あて名（日本語）】」、「【あて名（英語）】」、「【郵便番号】」及び「【国名】」の欄を設けて、「氏名又は名称（日本語）」、「氏名又は名称（英語）」、「あて名（日本語）」、「あて名（英語）」、「郵便番号」及び「国名」を記載する。この場合において、「（【識別番号】）」及び「【弁理士】」については備考5及び15と同様とする。「【復代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、備考17と同様とする。この場合において、「【代理人】」とあるのは、「【復代理人】」と読み替えるものとする。 19「【あて名（日本語）】」、「【あて名（英語）】」、「【郵便番号】」及び「【国名】」を記載するときは、出願人、代表者、代理人又は復代理人ごとに1つのあて名のみを記載する。 20復代理人によるときは代理人の署名は不要とし、復代理人によらないときは「【復代理人】」の欄を設けるには及ばない。 21その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21と同様とする。 
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様式第3の2（第9条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平10通産令87・平28経産令36・令元経産令38・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFCHANGEOFNAME To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3PersonChangingName Formername： Newname：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 4Agent（CommonRepresentative） Name：Signature Address： 〔備考〕 1手続をした者又はその代理人の氏名（名称）の変更を届け出るときは、「Applicant（CommonRepresentative）」の欄を設けるには及ばない。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  
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係
）

様式第4（第9条関係）（平28経産令36・全改） 【書類名】あて名変更届 【あて先】特許庁長官殿 【国際出願の表示】 【国際出願番号】 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【あて名を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【旧あて名（日本語）】 【旧あて名（英語）】 【旧郵便番号】 【旧国名】 【新あて名（日本語）】 【新あて名（英語）】 【新郵便番号】 【新国名】 【国籍】 【住所】 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 〔備考〕 1「【あて名を変更した者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、あて名を変更した者が出願人以外の者であるときは、「【国籍】」及び「【住所】」の欄は設けるには及ばない。 【あて名を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【旧あて名（日本語）】 【旧あて名（英語）】 【旧郵便番号】 【旧国名】 【新あて名（日本語）】 【新あて名（英語）】 【新郵便番号】 【新国名】 【国籍】 【住所】 【あて名を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【旧あて名（日本語）】 【旧あて名（英語）】 【旧郵便番号】 【旧国名】 【新あて名（日本語）】 【新あて名（英語）】 【新郵便番号】 【新国名】 【国籍】 【住所】 2その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21並びに様式第3の備考1から13まで及び15から20までと同様とする。この場合において、様式第3の備考12中「氏名（名称）」とあるのは、「あて名」と読み替えるものとする。 
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係
）

様式第4の2（第9条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平10通産令87・平28経産令36・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFCHANGEOFADDRESS To:CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name:Signature Address: Countryofnationality: Countryofresidence: 3PersonChangingAddress Name:Signature Formeraddress: Newaddress: Countryofnationality: Countryofresidence: 4Agent（CommonRepresentative） Name:Signature Address: 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第3の2の備考1と同様とする。  

様
式
第
５
及
び
様
式
第
５
の
２
　
削
除

様
式
第
５
の
３
（
第
９
条
関
係
）

様式第5の3（第9条関係）（平28経産令36・全改） 【書類名】国籍変更届 【あて先】特許庁長官殿 【国際出願の表示】 【国際出願番号】 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【国籍を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【旧国籍】 【新国籍】 【住所】 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 〔備考〕 1「【国籍を変更した者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【国籍を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【旧国籍】 【新国籍】 【住所】 【国籍を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【旧国籍】 【新国籍】 【住所】 2様式第1の備考1から5まで、20及び21並びに様式第3の備考1から13まで及び15から20までと同様とする。この場合において、様式第3の備考12中「氏名（名称）」とあるのは「国籍」と読み替えるものとする。 
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様式第5の4（第9条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平10通産令87・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFCHANGEOFCOUNTRYOFNATIONALITY To:CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2PersonChangingCountryofNationality Name:Signature Address: Formercountryofnationality: Newcountryofnationality: Countryofresidence: 3Agent（CommonRepresentative） Name:Signature Address: 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  
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様式第5の5（第9条関係）（平28経産令36・全改） 【書類名】住所変更届 【あて先】特許庁長官殿 【国際出願の表示】 【国際出願番号】 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【住所を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【旧住所】 【新住所】 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 〔備考〕 1「【住所を変更した者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【住所を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【旧住所】 【新住所】 【住所を変更した者】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【旧住所】 【新住所】 2様式第1の備考1から5まで、20及び21並びに様式第3の備考1から13まで及び15から20までと同様とする。 
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様式第5の6（第9条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平10通産令87・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFCHANGEOFCOUNTRYOFRESIDENCE To:CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2PersonChangingCountryofResidence Name:Signature Address: Countryofnationality: Formercountryofresidence: Newcountryofresidence: 3Agent（CommonRepresentative） Name:Signature Address: 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  

様
式
第
６
（
第
１
０
条
関
係
）

様式第6（第10条関係）（平28経産令36・全改） 【書類名】名義変更届 【あて先】特許庁長官殿 【国際出願の表示】 【国際出願番号】 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【新名義人】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 〔備考〕 1「【事件との関係】」には、「全ての指定国における出願人」のように、新名 義人と国際出願との関係を記載する。 2「【新名義人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。ただし、名義を変更した者が発明者であるときは「【国籍】」及び「【住所】」の欄は設けるには及ばない。 【新名義人】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【新名義人】 【事件との関係】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 3その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21並びに様式第3の備考1から11まで、13及び15から20までと同様とする。 
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様式第6の2（第10条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平10通産令87・平15経産令153・平28経産令36・令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFCHANGEOFPERSON To:CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name:Signature Address: Countryofnationality: Countryofresidence: 3NewPerson RelationshiptotheInternationalApplication： Name： Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 4Agent Name:Signature Address: 〔備考〕 1「RelationshiptotheInternationalApplication」の欄には、「ApplicantforalldesignatedStates」のように、新名義人と国際出願との関係を記載する。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  
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除

様
式
第
七
の
二
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除

様
式
第
８
（
第
１
７
条
関
係
）

様式第8（第17条関係）（昭55通産令33・昭56通産令7・昭56通産令58・平4通産令42・平10通産令57・平13経産令13・平19経産令26・平20経産令90・平27経産令6・一部改正） 明細書 〔備考〕 1各用紙には、なるべく5行目ごとにアラビア数字により連続番号を用紙の左側の余白の右半分に付する。 2計量単位は、メートル法により記載する。 3技術用語は、学術用語を用いる。 4用語は、国際出願全体を通じ統一して使用されているものを用いる。 5明細書には、化学式又は数式を記載することができる。 6明細書には、表を使用することができる。 7明細書には、願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示するとともに次に掲げる事項を原則としてその定めるところにより記載する。 イその発明の関連する技術分野を明示する。 ロその発明の理解、調査及び審査に有用であると思われる従来の技術を明示するとともに、なるべく当該技術に関する文献を引用する。 ハその発明が解決しようとする技術的課題及びその解決方法を理解することができるように、請求の範囲に記載されている発明を開示するとともに、その発明が従来の技術との関連において有する有利な効果を記載する。 ニ図面があるときは、図についての簡単な説明を記載する。 ホ請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。 ヘ必要があるときは、その発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法を明示する。 8備考4の各記載事項の前には、原則として各々「発明の名称」、「技術分野」、「背景技術」、「発明の開示」又は「発明の概要」、「図面の簡単な説明」、「発明を実施するための最良の形態」又は「発明を実施するための形態」及び「産業上の利用可能性」の見出しを付する。 9規則第13規則の2の寄託された生物材料への言及を行うときは、次に掲げる事項を記載する。 イ当該生物材料を寄託した寄託機関の名称及びあて名 ロイの寄託機関に寄託した日付 ハイの寄託機関が寄託について付した受託番号 ニ規則13の2．3aに規定する追加事項 ホイからニまでに掲げる事項の記載を特定の指定国のみのために行うときは、当該指定国の国名及び当該指定国のみのために行う旨 10明細書には、法又はこの省令に規定する事項以外のいかなる事項も記載してはならない。 11その他は、様式第1の備考1から7まで、20及び21と同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。 
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様式第8の2（第17条関係）（昭60通産令33・追加、平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平20経産令90・平27経産令6・一部改正） DESCRIPTION 〔備考〕 1明細書には、願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示するとともに次に掲げる事項を原則としてその定めるところにより記載する。 イその発明の関連する技術分野を明示する。 ロその発明の理解、調査及び審査に有用であると思われる従来の技術を明示するとともに、なるべく当該技術に関する文献を引用する。 ハその発明が解決しようとする技術的課題及びその解決方法を理解することができるように、請求の範囲に記載されている発明を開示するとともに、その発明が従来の技術との関連において有する有利な効果を記載する。 ニ図面があるときは、図についての簡単な説明を記載する。 ホ請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。 ヘ必要があるときは、その発明の産業上の利用方法、生産方法又は使用方法を明示する。 2備考1の各記載事項の前には、原則として各々「TitleofInvention」、「TechnicalField」、「BackgroundArt」、「DisclosureofInvention」又は「SummaryofInvention」、「BriefDescriptionofDrawings」、「BestModeforCarryingouttheInvention」又は「ModesforCarryingouttheInvention」若しくは「DescriptionofEmbodiments」及び「IndustrialApplicability」の見出しを付する。 3その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第1の2の備考1及び2並びに様式第8の備考1から6まで、9及び10と同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。  
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様式第9（第18条関係）（昭55通産令33・昭56通産令58・昭59通産令93・平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・一部改正） 請求の範囲 〔備考〕 1すべての用紙には、アラビア数字により明細書の最後の用紙に付した番号の次の番号から始まる連続番号を用紙（余白部分を除く。）の上端又は下端の中央に付する。 2請求の範囲の数は、請求の範囲に記載される発明の性質を考慮して妥当な数とする。 3請求の範囲の数が2以上のときは、記載する順序により請求の範囲にアラビア数字で連続番号を付する。 41又は2以上の他の請求の範囲のすべての技術的特徴を含む請求の範囲（以下「従属請求の範囲」という。）の記載は、他の請求の範囲を引用するとともに追加の技術的特徴を記載する。 52以上の他の請求の範囲を引用する従属請求の範囲（以下「多数従属請求の範囲」という。）は、原則として引用しようとする請求の範囲を択一的に引用して記載する。 6多数従属請求の範囲においては、原則として他の多数従属請求の範囲を引用して記載してはならない。 7備考5又は6の原則によらない記載が指定国の国内法令の要件を満たしている場合、備考5又は6の原則によらないことは当該指定国においていかなる影響も及ぼさない。 8請求の範囲における発明の技術的特徴の記載は、原則として明細書又は図面を引用して記載してはならず、特に「明細書の………の箇所に記載したように」又は「図面の………の図に示したように」のような記載をしてはならない。 9請求の範囲に記載されている技術的特徴であつて図面に記載されているものは、その図面の引用符号をかつこを付して引用することが望ましい。 10同一の請求の範囲を引用する従属請求の範囲は、原則として引用に係る請求の範囲に続けて記載する。 11その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、20及び21並びに様式第8の備考1から6まで及び10と同様とする。この場合において、化学式 若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。 
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様式第9の2（第18条関係）（昭60通産令33・追加、平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・一部改正） CLAIMS 〔備考〕 様式第1の備考1から4まで、20及び21、様式第1の2の備考1及び2、様式第8の備考1から6まで及び10並びに様式第9の備考1から10までと同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。  
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様式第10（第19条関係）（昭54通産令55・昭55通産令33・昭59通産令93・平4通産令42・一部改正） 図面 〔備考〕 1余白は、少なくとも用紙の上端及び左端におのおの2．5㎝、右端に1．5㎝並びに下端に1㎝をとる。ただし、上端の余白の左隅であつて上端から1．5㎝以内に書類記号（願書に記載されている場合に限る。）を付すことができる。 2図面には、その理解に欠くことができない「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句を除くほか、文言を記載してはならない。 3図面は、耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な濃墨等を用い、太さの均一な、かつ、明りような線で着色することなく、作成する。 4切断面には、平行斜線を引く。この場合において、引用符号及び引出線の明りような読取りが妨げられてはならない。 5図の大きさ及び作図の明りよう性は、3分の2の線縮尺による写真複製をした場合にすべての細部を容易に識別することができるようなものとする。 6図面の尺度を示すときは、図式を用いて表示する。 7図面に記載するすべての数字、文字及び引出線は、簡潔かつ明りようなものとする。この場合において、数字又は文字とともに、かつこ、円又は引用符を用いてはならない。 8図面中のすべての線は、原則として製図用具を用いて引く。 9図の各要素は、その理解のために欠くことができない場合を除き、図中の他の要素のそれぞれに対して妥当な比率のものとする。 10数字及び文字の大きさは、縦0．32㎝以上とする。 112以上の用紙を用いて単一の図を描くときは、その2以上の図を合わせることにより単一の完全な図を構成できるように配置する。 122以上の図があるときは、各図ごとに用紙の番号とは無関係に、アラビア数字により連続番号を付する。 13図面には明細書に用いない引用符号は記載してはならない。 14図面に多数の引用符号を用いるときは、なるべくすべての引用符号ごと にその対応する部分を示す別紙を添付する。 15図面の各用紙の番号は、斜線で区分された2つのアラビア数字からなるものとし、斜線で区分された左側には用紙の番号を、右側には用紙の合計数を用紙（余白部分を除く。）の上端又は下端の中央に付する。 16その他は、様式第1の備考1、2、20及び21と同様とする。この場合において、図を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長にして用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、図の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。 
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様式第10の2（第19条関係）（昭60通産令33・追加、平4通産令42・一部改正） DRAWINGS 〔備考〕 1図面には、その理解に欠くことができない「water」、「steam」、「open」、「closed」、「sectiononAB」等の単語又は語句を除くほか、文言を記載してはならない。 2その他は、様式第1の備考1、2、20及び21並びに様式第10の備考1及び3から15までと同様とする。この場合において、図を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長にして用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、図の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。  
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様式第11（第20条関係）（昭55通産令33・昭56通産令58・平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・一部改正） 要約書 〔備考〕 1すべての用紙には、アラビア数字により請求の範囲の最後の用紙に付した番号の次の番号から始まる連続番号を用紙（余白部分を除く。）の上端又は下端の中央に付する。 2要約書には、その要約書に係る国際出願を先行技術として調査する必要性の有無を判断するための選別手段として利用することができるよう、請求の範囲に記載されている発明の属する技術分野、その発明が解決しようとする技術的課題及びその解決方法の要点並びにその発明の主な用途を明りように記載する。 3要約書は、可能な限り簡潔に記載する。（英語に翻訳した場合、50語以上150語以内であることが望ましい。） 4主要な技術的特徴であつて図面に記載されているものを要約書に記載するときは、かつこ付きの引用符号を付する。 5要約書には、請求の範囲に記載されている発明の不確実な効果又は用途について記載してはならない。 6その他は、様式第1の備考1から4まで、6、7、20及び21並びに様式第8の備考2から6まで及び10と同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。  
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様式第11の2（第20条関係）（昭60通産令33・追加、平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・一部改正） ABSTRACT 〔備考〕 1要約書は、可能な限り簡潔に記載する。（50語以上150語以内であることが望ましい。） 2その他は、様式第1の備考1から4まで、20及び21、様式第1の2の備考1及び2、様式第8の備考2から6まで及び10並びに様式第11の備考1、2、4及び5と同様とする。この場合において、化学式若しくは数式又は表を正しく配置するために必要であるときは、用紙は、横長に用いてもよい。用紙を横長にして用いた場合には、当該用紙は、化学式若しくは数式又は表の上端が用紙の左側になるように縦長にしてとじる。  
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様式第11の3（第21条及び第29条の4関係）（昭57通産令75・追加、昭60通産令33・旧様式第11の2繰下、平4通産令42・平24経産令65・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） 優先権書類提出書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4添付書類の目録 優先権書類通 〔備考〕 1第29条の4第1項（同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。）の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「優先権主張の基礎出願の写し提出書」とし、「添付書類の目録」の欄の「優先権書類通」を「優先権主張の基礎出願の写し通」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「優先権主張の基礎出願の写し通」の次に「翻訳文通」のように記載する。第29条の4第1項のただし書の場合にあつては、表題を「優先権主張の基礎出願の翻訳文提出書」とし、「添付書類の目録」の欄の「優先権書類通」を「優先権主張の基礎出願の翻訳文通」のように記載する。 2その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。  
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様式第11の4（第21条及び第29条の4関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平24経産令65・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） SUBMISSIONOFPRIORITYDOCUMENT To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4ListofAttachedDocuments prioritydocument(s)：copies 〔備考〕 1第29条の4第1項（同条第3項及び第29条の8第2項において準用する場合を含む。）の規定により優先権の主張の基礎となる出願の写しを提出するときは表題を「SUBMISSIONOFCOPYOFTHEEARLIERAPPLICATION」とし、「ListofAttachedDocuments」の欄の「prioritydocument(s):copies」を「copyoftheearlierapplication(s):copies」とし、当該基礎出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、「copyoftheearlierapplication(s):copies」の次に「translationoftheearlierapplication(s):copies」のように記載する。第29条の4第1項のただし書の場合にあつては、表題を「SUBMISSIONOFTRANSLATIONOFTHEEARLIERAPPLICATION」とし、「ListofAttachedDocuments」の欄の「prioritydocument(s):copies」を「translationoftheearlierapplication(s):copies」のように記載する。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  
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様式第11の5（第21条関係）（昭57通産令75・追加、昭60通産令33・旧様式第11の3繰下、平元通産令16・平4通産令42・平11通産令132・平15経産令153・令元経産令1・令2経産令92・一部改正） 優先権書類送付請求書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2優先権の主張の基礎となる出願の表示 3出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 4代理人 氏名（署名：） あて名 5添付書類の目録 特願（実願）〇〇〇〇―〇〇〇〇〇〇の優先権証明願通 〔備考〕 1「優先権の主張の基礎となる出願の表示」の欄には、「特願〇〇〇〇―〇〇〇〇〇〇」、「実願〇〇〇〇―〇〇〇〇〇〇」又は「PCT／JP〇〇〇〇／〇〇〇〇〇〇」のように特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願の番号を記載する。ただし、特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願の番号の通知前のものについては、「令和何年何月何日提出の特許願」、「令和何年何月何日提出の実用新案登録願」又は「〇〇．〇〇．〇〇〇〇提出の国際出願」（国際出願の提出日を日月年の順に記載する。）のように記載する。 2その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。  
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様式第11の6（第21条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平11通産令132・平15経産令153・令2経産令92・一部改正） REQUESTFORTRANSMITTALOFPRIORITY DOCUMENT To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2IdentificationofthePriorityApplication 3Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 4Agent Name：Signature Address： 5ListofAttachedDocuments request(s)forcertificationofpriority：copies 〔備考〕 1 「IdentificationofthePriorityApplication」の欄には、「PatentApplicationNo.20××―〇〇〇〇〇〇」、「UtilityModelApplicationNo.20××―〇〇〇〇〇〇」又は「PCT／JP〇〇〇〇／〇〇〇〇〇〇」のように特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願の番号を記載する。ただし、特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願の番号の通知前のものについては、その出願の提出日を日月年の順に「PatentApplicationfiledon〇〇．〇〇．〇〇〇〇」、「UtilityModelApplicationfiledon〇〇．〇〇．〇〇〇〇」又は「InternationalApplicationfiledon〇〇．〇〇．〇〇〇〇」のように記載する。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  

様
式
第
１
１
の
７
（
第
２
２
条
の
２
、
第
２
８
条
の
４
、
第
２
９
条
の
２
、
第
２
９
条
の
６
、
第
３
０
条
の
２
及
び

第
４
７
条
関
係
）

様式第11の7（第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係）（平19経産令26・追加、平24経産令65・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） 意見書 特許庁長官殿 （特許庁審査官殿） 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4補完命令の日付 5意見の内容 6添付書類の目録 〔備考〕 1第22条の2第1項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書（第22条の2第1項の規定による意見）」とし、第28条の4第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書（第28条の4第2項の規定による意見）」とし、第29条の2第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書（第29条の2第2項の規定による意見）」とし、第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書（第29条の6第2項の規定による意見）」とし、第30条の2第1項の規定による意見書を提出するときは表題を「意見書（第30条の2第1項の規定による意見）」とし、第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「意見書（第47条第3項の規定による意見）」とする。 2第28条の4第2項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「通知の日付」とし、第29条の2第2項又は第29条の6第2項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「補充命令の日付」とし、第30条の2第1項の規定による意見書を提出するときは「補完命令の日付」の欄を「補正命令の日付」とし、第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「通知の日付」とする。 3日付は、西暦紀元及びグレゴリー暦により、日についての数字、月についての数字及び年についての数字をこの順序に従つて、日及び月について2桁のアラビア数字で表示し、年について4桁のアラビア数字で表示し、かつ、日及び月の数字の後にピリオドを付す（例えば2003年6月28日は「28．06．2003」）。他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。 4その他は、様式第1の備考1から10、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。 
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様
式
第
１
１
の
８
（
第
２
２
条
の
２
、
第
２
８
条
の
４
、
第
２
９
条
の
２
、
第
２
９
条
の
６
、
第
３
０
条
の
２
及
び

第
４
７
条
関
係
）

様式第11の8（第22条の2、第28条の4、第29条の2、第29条の6、第30条の2及び第47条関係） （平19経産令26・追加、平24経産令65・平27経産令6・令元経産令38・令2経産令92・一部改正） COMMENT To：CommissionerofthePatentOffice （To：ExaminerofthePatentOffice） 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4DateofInvitation 5SubjectMatterofComment 6ListofAttachedDocuments 〔備考〕 1第28条の4第2項又は第47条第3項の規定による意見書を提出するときは「DateofInvitation」の欄を「DateofNotification」とする。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  
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様
式
第
１
２
（
第
２
４
条
、
第
２
９
条
の
２
、
第
２
９
条
の
３
、
第
２
９
条
の
６
、
第
２
９
条
の
７
及
び
第
２
９
条

の
８
関
係
）
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様
式
第
１
２
の
２
（
第
２
４
条
、
第
２
９
条
の
２
、
第
２
９
条
の
３
、
第
２
９
条
の
６
、
第
２
９
条
の
７
及
び
第
２

９
条
の
８
関
係
）

 

様
式
第
１
３
（
第
２
６
条
関
係
）

様式第13（第26条関係）（昭54通産令55・昭60通産令33・平4通産令42・令2経産令92・一部改正） 図面提出書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4提出の理由 5添付書類の目録 〔備考〕 1法第5条第1項の規定による通知を受けた後に図面を提出するときは表題を「図面提出書（法第5条第1項の規定による通知を受けた後の図面の提出）」とし、法第17条の規定により図面を提出するときは表題を「図面提出書（法第17条の規定による図面の提出）」とする。 2「提出の理由」の欄には、当該図面は国際出願に含まれていなかつたがこれについての記載がされていた旨及び記載されていた箇所を明示する。 3その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。  
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様
式
第
１
３
の
２
（
第
２
６
条
関
係
）

様式第13の2（第26条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・令2経産令92・一部改正） SUBMISSIONOFDRAWINGS To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4ReasonforSubmission 5ListofAttachedDocuments 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第13の備考2と同様とする。  

様
式
第
１
３
の
３
（
第
２
７
条
の
２
及
び
第
２
８
条
の
３
関
係
）

様式第13の3（第27条の2及び第28条の3関係）（昭59通産令93・追加、昭60通産令33・旧様式第13の2繰下、平4通産令42・平10通産令57・平13経産令13・平15経産令153・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） 優先権の主張の追加申請書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4追加して行う優先権の主張の基礎となる出願の表示 〔備考〕 1「追加して行う優先権の主張の基礎となる出願の表示」の欄には、追加して行う優先権の主張の基礎となる出願の出願日、出願番号及び当該出願がされた国名（国内出願の場合）、広域官庁名（広域出願の場合）又は受理官庁名（国際出願の場合）を記載する。優先権の主張の基礎となる出願がARIPOにされた特許出願であるときは、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一の工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国又は世界貿易機関加盟国を記載する。 2その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  
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様
式
第
１
３
の
４
（
第
２
７
条
の
２
及
び
第
２
８
条
の
３
関
係
）

様式第13の4（第27条の2及び第28条の3関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平10通産令57・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） ADDITIONOFPRIORITYCLAIM To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4IdentificationoftheAddedPriorityApplication 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第13の3の備考1と同様とする。  

様
式
第
１
４
　
削
除

様
式
第
１
４
の
２
　
削
除

様
式
第
１
５
（
第
２
７
条
の
３
、
第
２
８
条
、
第
３
１
条
及
び
第
５
０
条
の
３
関
係
）
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様
式
第
１
５
の
２
（
第
２
７
条
の
３
、
第
２
８
条
、
第
３
１
条
及
び
第
５
０
条
の
３
関
係
）
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様
式
第
１
５
の
２
の
２
（
第
２
８
条
の
３
関
係
）

 

50



様
式
第
１
５
の
２
の
３
（
第
２
８
条
の
３
関
係
）

様式第15の2の3（第28条の3関係）（平27経産令6・追加、令元経産令38・令2経産令92・一部改正） REQUESTTORESTORERIGHTOFPRIORITY To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4Rightofprioritytoberestored 5Reasonforrestoration 6ListofAttachedDocuments 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第15の2の2の備考1及び2と同様とする。  

様
式
第
１
５
の
２
の
４
（
第
２
８
条
の
３
関
係
）

様式第15の2の4（第28条の3関係）（平27経産令6・追加、令2経産令92・一部改正） 優先権の回復理由書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4回復を求める優先権 5回復の理由 6添付書類の目録 〔備考〕 様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4、様式第11の7の備考3並びに様式第15の2の2の備考1及び2と同様とする。  

51



様
式
第
１
５
の
２
の
５
（
第
２
８
条
の
３
関
係
）

様式第15の2の5（第28条の3関係）（平27経産令6・追加、令元経産令38・令2経産令92・一部改正） REASONFORRESTORATIONOFRIGHTOFPRIORITY To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant（CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4Rightofprioritytoberestored 5Reasonforrestoration 6ListofAttachedDocuments 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第15の2の2の備考1及び2と同様とする。  

様
式
第
１
５
の
３
（
第
２
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第15の3（第29条の10関係）（平19経産令26・追加、平24経産令65・平27経産令6・令2経産令59・令2経産令92・一部改正） 欠落部分の補充の取下書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4取下げの内容 〔備考〕 1第29条の10第1項の規定による適当な明細書等の補充の取下げを行うときは表題を「適当な明細書等の補充の取下書」とする。 2「取下げの内容」の欄には、欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充の取下げに係る手続補充書の提出日を記載する。この場合において、同一の提出日に2以上の手続補充書があるときは、「手続補充書1」のように記載する。 3同時に2以上の欠落部分の補充の取下書を提出するときは、その欠落部分の補充の取下書に、「欠落部分の補充の取下書1」、「欠落部分の補充の取下書2」のように番号をつけて区別する。 4同時に2以上の適当な明細書等の補充の取下書を提出するときは、その適当な明細書等の補充の取下書に、「適当な明細書等の補充の取下書」、「適当な明細書等の補充の取下書」のように番号をつけて区別する。 5その他は、様式第1の備考1から10、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  
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様
式
第
１
５
の
４
（
第
２
９
条
の
１
０
関
係
）

様式第15の4（第29条の10関係）（平19経産令26・追加、平24経産令65・平27経産令6・令元経産令38・令2経産令59・令2経産令92・一部改正） WITHDRAWALOFFURNISHEDPART To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4SubjectMatterofWithdrawal 〔備考〕 様式第1の備考1から10、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4、様式第11の7の備考3並びに様式第15の3の備考1から4までと同様とする。  

様
式
第
１
６
（
第
３
５
条
関
係
）

様式第16（第35条関係）（昭56通産令58・平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） 抗弁書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4通知の日付・・ 5抗弁の内容 6添付書類の目録 〔備考〕 様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  
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様
式
第
１
６
の
２
（
第
３
５
条
関
係
）

様式第16の2（第35条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） ARGUMENT To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4DateofNotification 5SubjectMatterofArgument 6ListofAttachedDocuments 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  

様
式
第
１
７
（
第
３
６
条
関
係
）

様式第17（第36条関係）（平4通産令42・平15経産令153・令2経産令92・一部改正） 国際出願（指定国の指定、優先権の主張）取下書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4取下げの内容 5添付書類の目録 〔備考〕 1「取下げの内容」の欄には、国際出願を取り下げるときは「国際出願を取り下げる」と、国内特許を受けようとする指定国の指定を取り下げるときは「〇〇国の指定を取り下げる」と、広域特許を受けようとする指定国の指定を取り下げるときは「広域特許を受けようとする〇〇国の指定を取り下げる」と、優先権の主張を取り下げるときは「〇〇〇〇に基づく優先権の主張を取り下げる」と記載する。 2その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。  

54



様
式
第
１
７
の
２
（
第
３
６
条
関
係
）

様式第17の2（第36条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平15経産令153・令2経産令92・一部改正） WITHDRAWALOFTHEINTERNATIONALAPPLICATION (OFDESIGNATION,OFPRIORITYCLAIM) To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4SubjectMatterofWithdrawal 5ListofAttachedDocuments 〔備考〕 1「SubjectMatterofWithdrawal」の欄には、国際出願を取り下げるときは「ThewithdrawaloftheInternationalApplication」と、指定国の指定を取り下げるときは「Thewithdrawalofthedesignation(s)of〇〇foranationalpatent(aEuropeanpatent,anOAPIpatent)」と、優先権の主張を取り下げるときは「Thewithdrawaloftheclaimofthepriority(ies)of〇〇〇〇」と記載する。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  

様
式
第
１
８
（
第
４
３
条
関
係
）
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様
式
第
１
８
の
２
（
第
４
３
条
関
係
）
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様
式
第
１
９
（
第
４
４
条
関
係
）

 

様
式
第
１
９
の
２
（
第
４
４
条
関
係
）
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様
式
第
２
０
及
び
様
式
第
２
０
の
２
　
削
除

様
式
第
２
０
の
３
（
第
４
９
条
の
２
関
係
）

 

様
式
第
２
０
の
４
（
第
４
９
条
の
２
関
係
）
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様
式
第
二
十
一
　
削
除

様
式
第
二
十
一
の
二
　
削
除

様
式
第
２
１
の
３
（
第
５
３
条
の
２
関
係
）

様式第21の3（第53条の2関係）（平15経産令153・追加、令元経産令15・令2経産令92・一部改正） 国際予備審査開始延期請求書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4国際予備審査開始延期請求の趣旨 〔備考〕 1「国際予備審査開始延期請求の趣旨」の欄には、第51条の2第1項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう希望する旨を記載する。 2その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。  
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様式第21の4（第53条の2関係）（平15経産令153・追加、令元経産令15・令2経産令92・一部改正） REQUESTTOPOSTPONESTARTOFINTERNATIONAL PRELIMINARYEXAMINATIONUNTILEXPIRATIONOF THEAPPLICABLETIMELIMITUNDERRULE54bis.1a To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative） Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4RequesttoPostponeStartofInternationalPreliminaryExamination 〔備考〕 1「RequesttoPostponeStartofInternationalPreliminaryExamination」の欄には、第51条の2第1項に規定する期間が満了した時に国際予備審査を開始するよう希望する旨を記載する。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  
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様式第23（第62条関係）（平28経産令36・全改） 【書類名】答弁書 【あて先】特許庁審査官殿 【国際出願の表示】 【国際出願番号】 【出願人】 （【識別番号】） 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【国籍】 【住所】 【代理人】 （【識別番号】） 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【郵便番号】 【国名】 【通知の日付】 【答弁の内容】 【提出物件の目録】 【物件名】 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及び15から20まで並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  
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様式第23の2（第62条関係）（昭60通産令33・追加、平4通産令42・平13経産令13・平15経産令153・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） REPLY(ARGUMENT) To：ExaminerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4DateofNotification 5SubjectMatterofReply(Argument) 6ListofAttachedDocuments 〔備考〕 1表題は、法第13条又は第55条の2の答弁書にあつては「REPLY」、第61条の2の答弁書にあつては「ARGUMENT」とする。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  
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様式第24（第66条関係）（平4通産令42・旧様式第25繰上・一部改正、令2経産令92・一部改正） 国際予備審査開始申出書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4申出の趣旨 〔備考〕 1「申出の趣旨」の欄には、国際予備審査の開始を希望する旨及び「条約第19条の規定による補正をしない。」と記載する。 2その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21並びに様式第2の3の備考1、3及び4と同様とする。  
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様式第24の2（第66条関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・一部改正、平4通産令42・旧様式第25の2繰上・一部改正、令2経産令92・一部改正） NOTIFICATIONOFREQUESTFORSTARTOFINTERNATIONAL PRELIMINARYEXAMINATION To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4PurportofNotification 〔備考〕 1「PurportofNotification」の欄には、国際予備審査の開始を希望する旨及び「nowishtomakesuchamendmentsunderArticle19」と記載する。 2その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1並びに様式第2の4の備考2及び3と同様とする。  
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様式第26の3（第77条の2関係）（昭55通産令33・追加、昭56通産令58・一部改正、昭60通産令33・旧様式第26の2繰下、平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） 書類の不備の補足書 特許庁長官殿 1国際出願の表示 2出願人（代表者） 氏名（名称）（署名：） あて名 国籍 住所 3代理人 氏名（署名：） あて名 4補足命令の日付 5補足の対象 6補足の内容 7添付書類の目録 〔備考〕 1「補足の対象」の欄には、「国際予備審査開始申出書の出願人の欄」のように不備の補足をする書類名及び補足をする箇所を記載する。 2「補足の内容」の欄には、補足事項を明確に記載する。 3補足事項を別紙を用いて表示するときは、「補足の内容」の欄には「別紙のとおり」と記載するとともに補足事項を指摘し、補足のための差替え用紙を別紙として添付する。 4その他は、様式第1の備考1から10まで、12から15まで、17、18、20及び21、様式第2の3の備考1、3及び4並びに様式第11の7の備考3と同様とする。  
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様式第26の4（第77条の2関係）（昭60通産令33・追加、昭63通産令40・平4通産令42・平13経産令13・平19経産令26・平27経産令6・令2経産令92・一部改正） REMEDYFOROMISSIONINDOCUMENT To：CommissionerofthePatentOffice 1IdentificationoftheInternationalApplication 2Applicant(CommonRepresentative) Name：Signature Address： Countryofnationality： Countryofresidence： 3Agent Name：Signature Address： 4DateofInvitation 5ItemtobeRemedied 6SubjectMatterofRemedy 7ListofAttachedDocuments 〔備考〕 1 「ItemtobeRemedied」の欄には、「Applicant'scolumnofnotificationofrequestforstartofInternationalPreliminaryExamination」のように不備の補足をする書類名及び補足をする箇所を記載する。 2補足事項を別紙を用いて表示するときは、「SubjectMatterofRemedy」の欄には「Aspertheattachedsheets」と記載するとともに補足事項を指摘し、補足のための差替え用紙を別紙として添付する。 3その他は、様式第1の備考1から5まで、9、13、14、20及び21、様式第1の2の備考1から5まで、7及び8、様式第2の3の備考1、様式第2の4の備考2及び3、様式第11の7の備考3並びに様式第26の3の備考2と同様とする。  
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様式第29(第31条の2関係) 

 【書類名】 手数料補正書 

 【あて先】 特許庁長官         殿 

 【国際出願の表示】 

   【国際出願番号】 

 【出願人】 

   (【識別番号】) 

   【氏名又は名称(日本語)】 

   【氏名又は名称(英語)】 

   【あて名(日本語)】 

   【あて名(英語)】 

   【郵便番号】 

   【国名】 

   【国籍】 

   【住所】 

 【代理人】 

   (【識別番号】) 

   【弁理士】 

   【氏名又は名称(日本語)】 

   【氏名又は名称(英語)】 

   【あて名(日本語)】 

   【あて名(英語)】 

   【郵便番号】 

   【国名】 

 【命令の日付】 

 【手数料補正】 

   【補正対象書類名】 

   (【予納台帳番号】) 

   【手数料の種類】 

   【納付金額】 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】 

〔備考〕 

 1 令第1条第2項の規定による命令に基づく手続の補正(法第18条第2項(同項の表3の項

に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の納付の補正に限る。)をすると

きは、「【書類名】」を「手続補正書(国際予備審査請求書に係る補正)」とする。 

 2 「【手数料補正】」の欄については、納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはると

きは、その下に特許印紙の額を括弧をして記載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、

「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「【手数料の種類】」には

「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱

手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不

足手数料の額を記載し、「(【予納台帳番号】)」の欄は設けるには及ばない。特例法施

行規則第40条第2項の規定により特例法第15条第1項の規定による手続に係る申出を行

うときは、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補

正する書類名を記載し、「【予納台帳番号】」には予納台帳の番号を、「【手数料の種

類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、

「取扱手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には不足手

数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の

規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第40条第

4項の規定により口座振替による納付の申出を行うときは、「【補正対象書類名】」に

は「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「(【予納台

帳番号】)」を「【振替番号】」とし、振替番号を記載し、「【手数料の種類】」には

「送付手数料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱

手数料」のように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不

足手数料の額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし

書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合であつて、特例法施行規則第4

0条第5項の規定により指定立替納付者による納付の申出を行うときは、「【補正対象書

類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正する書類名を記載し、「(【予

納台帳番号】)」を「【指定立替納付】」とし、「【手数料の種類】」には「送付手数

料」、「国際出願手数料」、「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」の

ように納付する手数料の種類を記載し、「【納付金額】」には納付すべき不足手数料の

額を記載する。法第18条第3項において準用する特許法第195条第8項ただし書の規定に

より、現金により不足手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「【手数

料補正】」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】」とし、納付書番号を記

載し、「【補正対象書類名】」には「願書」、「国際予備審査請求書」のように補正す

る書類名を記載し、「【手数料の種類】」には「送付手数料」、「国際出願手数料」、

「調査手数料」、「予備審査手数料」、「取扱手数料」のように納付する手数料の種類

を記載し、「【納付金額】」には納付した不足手数料の額を記載し、事務規程別紙第4

号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるとき

は、「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。 

 3 その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から11まで、13及

び15から20まで、様式第11の7の備考3並びに様式第27の備考2と同様とする。 
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様式第30（第84条関係）（平31経産令12・追加） 【書類名】手数料軽減申請書（調査手数料等） 【あて先】特許庁長官殿 【国際出願の表示】 【国際出願日】 【書類記号】 【軽減を申請する者】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【手数料軽減に関する内容】 （【持分の割合】） 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 （【持分の割合に関する特記事項】） 〔備考〕 1「【国際出願の表示】」の欄の「【国際出願日】」には、その国際出願の提出日を日月年の順に「〇〇．〇〇．〇〇〇〇提出の国際出願」のように記載するとともに、書類記号（願書に記載されている場合に限る。）を併せて記載する。ただし、願書に書類記号が記載されていないときは、「【書類記号】」の欄を「【発明の名称】」とし、その願書に記載されている発明の名称を記載する。 2「【軽減を申請する者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【軽減を申請する者】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【手数料軽減に関する内容】 【持分の割合】 【軽減を申請する者】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【手数料軽減に関する内容】 【持分の割合】 3「【手数料軽減に関する内容】」の欄には、「特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。」のように軽減を受ける旨を記載する。 4【持分の割合】の欄には、「持分〇／〇」のようにその者の持分の割合を記載する。 5「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 6復代理人によるときは「【代理人】」の欄の次に「【復代理人】」の欄を設けて、その欄に「【弁理士】」、「【氏名又は名称（日本語）】」、「【氏名又は名称（英語）】」、「【あて名（日本語）】」、「【あて名（英語）】」の欄を設けて、「氏名又は名称（日本語）」、「氏名又は名称（英語）」、「あて名（日本語）」、「あて名（英語）」を記載する。「【復代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、備考5と同様とする。この場合において、「【代理人】」とあるのは、「【復代理人】」と読み替えるものとする。 7軽減を申請する者と軽減を申請する者以外の者の共有に係る出願であるときは、「【代理人】」の欄の次に「【持分の割合に関する特記事項】」の欄を設けて、「〇／〇」のように軽減を申請する者以外の全ての者の持分の割合を記載する。 8その他は、様式第1の備考1から5まで、20及び21並びに様式第3の備考1、2、6から8まで、15、16、19及び20と同様とする。 
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様式第31（第84条関係）（平31経産令12・追加） 【書類名】手数料軽減申請書（予備審査手数料） 【あて先】特許庁長官殿 【国際出願の表示】 【国際出願番号】 【軽減を申請する者】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 【手数料軽減に関する内容】 （【持分の割合】） 【代理人】 【弁理士】 【氏名又は名称（日本語）】 【氏名又は名称（英語）】 【あて名（日本語）】 【あて名（英語）】 （【持分の割合に関する特記事項】） 〔備考〕 様式第1の備考1から5まで、20及び21、様式第3の備考1から3まで、6から8まで、15、16、19及び20並びに様式第30の備考2から7までと同様とする。  
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